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研究要旨 

 本研究は、東日本大震災の主な被災3県で精神保健医療領域での支援を行ってきた研究者

が中心となり、①被災地での精神疾患の発生と支援の実態に関する疫学調査を行い、②災害

後の精神保健医療対応の問題点を検討して災害時に役立つ精神保健医療支援システムを構

築し、③災害と関連した精神疾患の発症メカニズムの解明と予防的介入方法の開発を目指し

た。そのために、①被災地の住民と職域（行政、医療機関等）の支援者の精神的健康と、放

射能汚染によるメンタルヘルスへの影響について、倫理的配慮のもと関係機関の協力を得て

疫学調査を行った。②災害後急性期と中長期の精神保健医療領域での実態と、将来に必要な

事業・人材・ネットワーク等をまとめ資料を作成した。③被災者のメンタルヘルスに関する

自己学習や簡易型認知行動療法（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）による支援法を開

発・実施し、それらの効果を検討した。 

 ①被災1年後での抑うつ症状や心的トラウマ症状は、被災地住民はもとより被災者支援を

継続している職域の支援者（約3000名の調査）ではより高い値を示し、さらに2000名をこ

える3年間の追跡健康調査でも同様であった。これらには家族の死を含む被災状況、居住・

職場の環境変化、復興の遅れなどが複雑に関与しており、メンタルヘルスの問題に対しては

さらに継続的支援が求められる。また、原発事故との関連では、近隣の一般身体科へのアン

ケート調査で、40％程度の医師が受診者に原発事故による精神的影響を感じており、さらに

風評（“鼻出血”）への過敏さも実感していた。 

 ②災害後急性期と中長期の精神保健医療の実態に関しては、精神疾患の患者動向を見る

と、急性期はストレス関連障害や激しい急性病像が多く見られ、その後、気分障害、最近で

はアルコール依存・自殺が増え特徴的な経年的変化が見られた。また、急性期において被災

地とその近隣の総合病院、精神科病院、精神科診療所、福祉施設、行政機関、大学病院では

それぞれ特有の問題があり、それらをまとめた報告書を刊行した。現在は中長期支援におけ

る被災地での支援者のメンタルヘルス問題に関する報告書と、さらにそれらを包括的にまと

めた「災害時のメンタルヘルス」と題したテキストを作成中である。 

 ③災害後のメンタルヘルス問題に関する予防と早期介入に関しては、自己学習のための啓

発資料を作成し、被災地での支援活動に役立てた。さらに災害復興期の心理的支援方法であ

るサイコロジカル・リカバリー・スキルを導入し約100名の研修を終えて、現在被災者への

介入を開始しており、GHQ得点の減少を認めている。また、被災者180名に簡易型CBTプロ

グラムを実施し、自己効力感の向上を確認した。 

 以上のように、①被災地での精神的健康に関する疫学調査、②被災直後の急性期から中長

期での精神保健医療領域の実態調査、③被災地でのメンタルヘルス問題への介入を通じ、東

日本大震災と原発事故の影響は精神科領域でも甚大であり、しかも3年以上経過しても被災

地では未だに大きな問題となっている。今後も被災地への息の長い支援が不可欠である。 
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A．研究目的 

 大規模災害後は精神疾患が長期に増加す

る（Meewisseら, 2011）。平成23年3月11

日に発生した東日本大震災後、うつ病、不

安障害、アルコール関連障害、心的外傷後

ストレス障害（ Post-Traumatic Stress 

Disorder, PTSD）の増加が懸念されており、

本研究の第一の目的は、精神疾患の発生や

支援の実態を疫学的に検証することである。

また、災害後の精神保健医療の体制構築は、

地域や災害の特性を考慮した人材確保・養

成、ネットワーク作り、精神疾患の予防と

早期発見に向けたハイリスク者ケアから集

団アプローチまで包括的に対応する必要が

あるが、未だ明確な方法論はない。そこで、

本研究の第二の目的として、災害時に役立

つ支援方法について包括的に研究すること

である。 

 具体的には、精神疾患の発生と支援の実

態について疫学調査を行い、災害後の精神

疾患の発症状況やこれに関わる環境／心理

的因子を明らかにする。震災後の精神疾患

の予防と早期介入の視点で、急性期対応の

問題点と中長期的なこころのケアの地域体

制作りの方法論を検討し、時系列的に必要

な事業、人材、ネットワーク等を明示する。

また、放射能汚染への不安やストレスと精

神疾患発症との関連や受診動向を調べる。

さらに、被災地で役立つ認知行動療法など

の心理支援方法を開発、普及を図りその効

果を検討する。 

 

B．研究方法 

 本研究は、岩手、福島、宮城の被災3県で

心のケア活動と中長期支援体制構築に主導

的立場にある研究者が、被災地で既に構築

された強力な人的•組織的ネットワークを

背景にして、実際の支援活動に基づき調査

研究を行った。 

 松岡（研究代表者）は、研究計画全体の

立案と研究班の調整と総括を行った。柿崎

（研究分担者）は、辻一郎（研究協力者、

東北大学公衆衛生学分野教授）と連携し、

班会議を通して各研究分担者の実態調査や

介入研究のデザインおよび調査データを解

析する際の統計的な助言・提言を行った。

他の研究分担者の研究の方法と内容の詳細

は、各分担研究の報告を参照されたい。結

果と考察は後述する。 

 倫理的配慮に関しては、医学研究におけ

る「臨床研究に関する倫理指針」および「疫

学研究に関する倫理指針」を遵守して研究

が行われた。研究代表者および各研究分担

者が行う研究については、それぞれが各施

設の倫理委員会において承認を受けた。臨

床研究の遂行にさいしては、対象者本人と

未成年者の場合には本人と保護者に対して

研究の趣旨を記載した文書を、口頭と書面



で理解しやすい言葉で適切にかつ十分に説

明した。同意の撤回に対する権利を確保し、

書面による同意を得た上で研究を実施した。

また、介入研究においては、精神科医によ

り十分な評価を行い、医学的治療が必要な

ものに対して適切な対応ができる体制を準

備した。また、住民を対象にした調査にお

いては、被災地における住民感情について

十分に配慮し、被災地の関係者と十分な連

携をとった上で調査を実施した。また、研

究データは、研究協力者の匿名性を堅持す

るため個人を特定できる可能性のある情報

は、研究代表者および各研究分担者の責任

のもと、データの匿名化を徹底し、個人情

報保護法に基づいて厳重に管理した。 

 

C．研究結果および考察（各分担研究報告の

要旨） 

１）東日本大震災における精神疾患の実態

についての疫学的調査と効果的な介入方法

の開発についての研究（丹羽真一） 

平成 26（2014）年度には、①平成 25(2013)

年度の調査研究課題「大震災・原発事故直

後の 4か月間に福島県内の身体疾患治療施

設への新規外来受診者の中の ICD の精神

医学的診断がつく患者数調査」の結果の解

析を追加し、②新たに同じく一般身体科医

師に対して、震災直後には精神的問題で受

診した患者が増えた印象があるかにつき現

時点でどう判断しているか、鼻血が出たこ

とを放射能汚染の結果ではないかと心配し

て受診した患者がいたかどうかを問う調査

を行った。 

その結果、平成 24（2012）年に ICD-10

による精神科診断がつく者の数が増加して

おり、震災・原発事故の後の経過時間によ

り精神新患の種類の違いによると思われる

受診動向に違いが認められ、震災後間もな

い時期にはストレス関連障害が増加し、1

年後くらいにうつ状態が増加する傾向があ

ると推定された。一般身体科受診患者の調

査結果からは、発災時の精神的ストレスに

起因する患者が増加した印象は災害後 3年

半の時点では下方修正されていることから、

震災後にそのような患者が目立って増加し

たということではないと推測された。「鼻血

を放射能汚染と関連づけて受診した人がい

た」と回答した医師が約 15%おられたこと

から、不安に感じられた一般の方がある程

度おられたと言ってよいと考えられた。今

年度の新調査では、③身体症状が震災・原

発事故による精神的影響が強いためである

印象深い症例の有無を訊ね、あれば実際に

面接を行い、早期発見の手掛かりを探った。

その結果、1)中高年、2)主訴が不眠、眩暈、

食欲低下など、3)避難先を転々とするスト

レスの体験や比較的強い放射能不安を抱え

る人、4)以前から治療していた疾患がある

場合に注意深く診ることが必要と考えられ

た。 

平成 26(2014)年度には、④とくに福島県

で多い状態が続いている震災関連自殺の実

態を調査分析し、予防のための早期介入の

手掛かりを検討した。61 名の震災関連自殺

例の分析の結果、1）危険因子として住居変

化、職業変化、家族変化が挙げられるので、

こういう危険因子を多く持つ人に予防的働

きかけを行うこと、2）精神疾患罹病・治療

歴を持つ人が多いことが分かったので、実

際に精神疾患のために受療している人の相

談には特に力を入れて取り組むべきこと、3）

悩みを周囲に訴える行動をする人が多いこ

とが分かったので、悩みを訴える人の悩み

相談にきちんと対応できる体制をとること、

が早期介入の手掛かりとして得られた。 

２）被災後のこころのケアの地域における

体制づくりの研究（酒井明夫） 

 本研究では被災地におけるこころのケア

の体制づくりについて継時的に概観してい

くことを目的とした。東日本大震災による



岩手県沿岸住民のメンタルヘルス危機に対

して、発災直後より岩手医科大学では以前

の震災時に構築していたこころのケア体制

を基盤として、全学的なケア体制の中で活

動を開始した。平成 23 年度に岩手県こころ

のケアセンターを設置し、平成 24 年度より

中長期的な支援を継続している。平成 26

年度は、さらに包括的な支援体制を構築し

て、地域のこころのケアや健康づくり事業

の推進している。被災者はいまだ困難を抱

えている状況であり、今後も被災地の復興

状況と連動しながらメンタルヘルス対策を

行っていくことが求められる。 

３）沿岸部津波被災地域の児童の心理社会

的状況に関する実態調査（富田博秋） 

 平成 26 年度は、東日本大震災から３年が

経過して懸念される子どものこころの健康

に関する実態を把握するため、災害科学国

際研究所と宮城県こども総合センターとの

共同で、平成 25 年度の第１回目調査に引き

続き、名取市の小中学校の生徒の生活状況、

こころの健康状態の１年後のフォローアッ

プを行った。名取市内の名取市は小学校 11

校、中学校 5 校に通学する児童（小学生

4,706 名 中学生 2,315 名 計 7,021 名）

のうち、調査の趣旨を理解した上で同意が

得られた、児童、および、その保護者と担

任教諭に対し、2014 年 6 月 30 日に問診票

の配布手続きを開始し、7月 31 日に回収を

行った。質問票には昨年度同様、子ども版

災害後ストレス評価尺度（Post Traumatic 

Symptoms Scale for Children: PTSCC15）、

子どもの強さと困難さアンケート（SDQ）

などともに、保護者から現在の生活状況、

震災前後の生活状況、担任教諭から、学校

での様子に関する情報の収集を行い、多角

的な把握を行った。PTSCC15 は平均値

17.2 点で昨年度の 18.0 点より僅かに低い

値を示した。学年とともに増加し、特に中

学女児で得点が高い傾向は昨年同様であっ

た。いやなこと、怖いことで思い浮かべる

ことに対して東日本大震災をあげる児童は

昨年より減少（11.6%）していたが、学校

をあげる児童は横ばいであった。SDQ スコ

アは平均値 11.7 点と昨年度の 11.8 点と同

程度に推移し、学年とともに緩やかに減少

する傾向も昨年同様であった。朝食を摂取

しない児童、ゲーム、PC、携帯電話の使用

時間が長い児童は PTSSC15 スコアが高い

傾向があり、注意を要することが示唆され

た。１年を経て、若干の改善傾向は示して

いるものの、依然、震災後の児童のこころ

の健康の状態には注意を払う必要があり、

こころの健康状態を生活状況、生活習慣と

併せて把握し、教育の現場と連携して、ケ

アを進めていく必要があると考えられた。 

４）東日本大震災で活動した消防団員の受

けた惨事ストレスに関する研究：PTSD 症

状に影響した要因の検討（加藤 寛） 

 本研究では、消防庁が平成 24 年秋に実

施した東北 3 県の消防団員を対象とした健

康調査のデータを許諾を得て集計解析した。

昨年度は主に単純集計、PTSD 症状の多寡

について報告したが、本年度は PTSD 症状

に影響した要因について分析した。個人的

な被災状況と活動による惨事ストレスとな

る状況が、震災から約 1 年半後の心理的影

響にどのように関連したかをロジスティッ

ク回帰分析により検討した。その結果、調

査時点の PTSD 症状には、惨事ストレス要

因の方が強く影響していたことが分かった。

これは、この災害の救援活動の過酷さと、

同時に消防団員の救援者としての意識の高

さが影響していると思われる。 

５）−１ 被災地における支援者のメンタル

ヘルスについての調査と支援方法について

の研究（松本和紀） 

５）−２ 災害復興期の被災者に役立つ心理

支援方法サイコロジカル・リカバリー・ス

キル（Skills for Psychological Recovery: 



SPR）の普及と日本における実施可能性に

ついての研究（松本和紀） 

５）−３ 認知行動療法の普及、啓発を目的

とした東日本大震災被災地における一般市

民及び支援者向けこころのエクササイズ研

修についての研究（松本和紀） 

本研究では、東日本大震災における被災

地の市町自治体、医療機関、社会福祉協議

会などの職員の縦断的な健康調査、災害復

興期の心理支援方法の開発について研究を

行った。 

平成 26 年度は、被災地 A 自治体の行政

職員と医療職員の健康調査について、平成

25 年度（n=1068）と平成 26 年度（n=891）

に実施した縦断的評価についての解析を行

った。平成 25 年度にストレスの指標であ

るK6が13点以上で精神的ストレスがハイ

リスクと判断され者、PHQ-9（こころとか

らだの質問票）においてうつ病ハイリスク

と判断された者、PCL（PTSD チェックリ

スト）によって PTSD（心的外傷後ストレ

ス障害）ハイリスクと判断された者は、そ

れぞれ、平成 25 年が、11%、22%、5%で

あり、平成 26 年度では 9%、16%、4%で

あり全体としてその割合は低下傾向にあっ

た。平成 26 年度に実施した B 自治体

（n=250）の調査では、ハイリスク者は 13%、

14%、5%であった。B 自治体では派遣職員

のデータも得られ、友人・家族からのサポ

ートや同僚からのサポート不足が精神症状

と関連していることが明らかとなった。 

また、平成 24 年度の 6 自治体社協職員

（n=822）と平成 25 年度の 5 自治体社協

職員（n=779）における K6、PHQ-9、PCL

によるハイリスク者の縦断解析では、平成

24 年度が 8.3%、13.0%、4.1%、平成 25

年度が 7.9%、13.7%、4.1%であった。また、

2 回の調査に回答した 610 名の追跡では、

平成 24 年度から平成 25 年度にかけて、ハ

イリスク者が入れ替わったり、慢性的に症

状が持続する者がいることが分かった。精

神的な不健康については、震災前からの精

神的問題や震災による被害に加えて、職場

でのコミュニケーションなど仕事と関連し

たストレスが関連していた。 

 また、被災地住民の精神的健康を回復さ

せ、精神疾患を予防するためには、支援者

が復興期に実施できる心理的介入方法を開

発し普及するとともに、一般市民に対して

認知行動療法に基づく研修プログラムを開

発することが有用と考えられる。そこで、

本研究では、災害復興期の心理的支援方法

であるサイコロジカル・リカバリー・スキ

ル（Skills for Psychological Recovery: 

SPR）の研修を被災地の支援者向けに実施

し、さらに、実際に沿岸被災地 A 地区にお

いて SPR の実施可能性を検証するための

介入研究を開始した。介入研究では、実際

に被災地において同意の得られた対象者 8

名に介入を実施、このうち現在まで 3 名が

介入を終了した。予備的介入を行った 4 名

と含めた 7 名の終了者は、いずれも症状が

改善し、また有害事象も認めていない。ま

た、SPR の普及のための支援者のスキル向

上に向け、モデル事例に対する SPR の施

行を実演した DVD を作成した。 

 一般市民向けの研修会については、これ

まで 180 名が研修を受講し、前後調査に協

力の得られた 46 名の解析によれば、自己

効力感が有意に改善し、また、研修におけ

る理解度も高いことが確認できた。 

６）トラウマ後の PTSD と抑うつの関連：

epigenetic な視点から（金 吉晴） 

 トラウマ後の PTSD 症状とうつ病症状と

の関連は、記述症候論、既存の疾患概念だ

けに依拠して論じるべきではなく、発症に

関連するバイオマーカーとしての遺伝子多

型、発現に関する知見と、小児期の虐待等

のトラウマ体験が成人後にもたらす影響を

考慮して論じられるべきである。小児期の



トラウマ体験に関連した epigenetic な脆

弱性の観点からは、PTSD とうつ病の近縁

性は強く示唆される。脆弱性を規定する遺

伝子要因の一部は精神療法への良好な治療

反応性と関係することも示されており、回

復過程における epigenetic な要因の役割の

更なる解明が求められる。 

７）軽症うつ病に対する認知行動療法プロ

グラムの開発（大野 裕） 

 本研究の目的は、作成した災害後のうつ

病予防のための簡易型認知行動療法を開発

して被災地に適応することである。本研究

班では、これまでに宮城県女川町での実践

をもとに、被災地での亜症候性の抑うつ症

状に対する支援者向けマニュアルや教育資

材を作成した。最終年度では、この簡易型

認知行動療法教育プログラムの導入を希望

する地域を募り、福島県楢葉町の協力を得

てプログラムを展開した。 
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東日本大震災における精神疾患の実態についての疫学的調査と効果的な介入方法の開発に

ついての研究（Ｈ24-精神-一般-００２（復興）） 

 

研究分担者  丹羽 真一  福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座特任教授 

 

研究要旨 

平成 26（2014）年度には、①25(2013)年度の調査研究課題「大震災・原発事故直後の 4

か月間に福島県内の身体疾患治療施設への新規外来受診者の中の ICD の精神医学的診断が

つく患者数調査」の結果の解析を追加し、②新たに同じく一般身体科医師に対して、震災

直後には精神的問題で受診した患者が増えた印象があるかにつき現時点でどう判断してい

るか、鼻血が出たことを放射能汚染の結果ではないかと心配して受診した患者がいたかど

うかを問う調査を行った。 

その結果、平成 24（2012）年に ICD-10 による精神科診断がつく者の数が増加しており、

震災・原発事故の後の経過時間により精神新患の種類の違いによると思われる受診動向に

違いが認められ、震災後間もない時期にはストレス関連障害が増加し、1年後くらいにうつ

状態が増加する傾向があると推定された。一般身体科受診患者の調査結果からは、発災時

の精神的ストレスに起因する患者が増加した印象は災害後 3 年半の時点では下方修正され

ていることから、震災後にそのような患者が目立って増加したということではないと推測

された。「鼻血を放射能汚染と関連づけて受診した人がいた」と回答した医師が約 15%おら

れたことから、不安に感じられた一般の方がある程度おられたと言ってよいと考えられた。

今年度の新調査では、③身体症状が震災・原発事故による精神的影響が強いためである印

象深い症例の有無を訊ね、あれば実際に面接を行い、早期発見の手掛かりを探った。その

結果、1)中高年、2)主訴が不眠、眩暈、食欲低下など、3)避難先を転々とするストレスの

体験や比較的強い放射能不安を抱える人、4)以前から治療していた疾患がある場合に注意

深く診ることが必要と考えられた。 

26(2014)年度には、④とくに福島県で多い状態が続いている震災関連自殺の実態を調査

分析し、予防のための早期介入の手掛かりを検討した。61 名の震災関連自殺例の分析の結

果、1）危険因子として住居変化、職業変化、家族変化が挙げられるので、こういう危険因

子を多く持つ人に予防的働きかけを行うこと、2）精神疾患罹病・治療歴を持つ人が多いこ

とが分かったので、実際に精神疾患のために受療している人の相談には特に力を入れて取

り組むべきこと、3）悩みを周囲に訴える行動をする人が多いことが分かったので、悩みを

訴える人の悩み相談にきちんと対応できる体制をとること、が早期介入の手掛かりとして

得られた。 
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A 研究目的 

平成 26 年度には、①25 年度の調査研究課

題「大震災・原発事故直後の 4 か月間に福

島県内の身体疾患治療施設への新規外来受

診者の中の ICD の精神医学的診断がつく患

者数、およびそのうちの F3,F4 群に分類さ

れる患者数調査」の結果の解析を追加し、

②新たに同じく一般身体科医師に対して、

震災直後には精神的問題で受診した患者が

増えた印象があるかにつき現時点でどう判

断しているか、震災直後には受診者の中で

喫煙量が増えたという患者がいたかどうか、

鼻血が出たことを放射能汚染の結果ではな

いかと心配して受診した患者がいたかどう

かを問う調査を行った。この新調査で震災

直後には精神的問題で受診した患者が増え

た印象があるかにつき現時点でどう判断し

ているかを聞いた理由は、25 年度の調査で

得た結果の妥当性を検討する材料を得るた

めである。また、この調査では身体症状を

訴えるが震災・原発事故による精神的影響

が強いためであると考えられる印象深い症

例を経験したか否かについても訊ねた。そ

して、③その印象深い症例に面接調査をす

る許可が得られた例について、実際に面接

を行い、早期発見の手掛かりを探った。さ

らに、④とくに福島県で多い状態が続いて

いる震災関連自殺の実態を調査分析し、予

防のための早期介入の手掛かりを検討した。 

 

B 研究方法 

研究①では、25 年度に次の調査を行った結

果の解析を追加した。すなわち、福島県医

師会に加入しておられる医師が所属してい

る医療機関のうち、福島市、二本松市、本

宮市、郡山市、須賀川市、白河市、会津若

松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、

柳津町、三島町、金山町、南会津町、いわ



き市、相馬市、南相馬市、新地町に住所が

ある機関のうち内科、婦人科、耳鼻科、眼

科、皮膚科、小児科の診療施設

協力依頼をし、許可を頂いた施設に調査用

紙を送付して

24（2012

中の精神科的問題があると判断された患者

数を回答いただき、回答いただいた施設へ

出向いてカルテ調査を行うこ

答して頂き。許可が得られた施設でカルテ

調査を行った。追加したのは、この調査結

果の正確な統計解析処理である。

また、

度と同じ医師に対して昨年度

年後に、１

療して、先生は「精神的な不安が、身体的

な訴えに影響する患者数に変化がある」と、

その当時感じていましたか、２

災直後数か月

な訴えに影響する患者数が震災前の年と比

べて変化があった」と感じていますか、３

震災後

煙量が増えた」と訴える患者が震災前の年

と比べて変化があると、その当時感じてい

ましたか、４

「鼻出血」を主訴に受診した患者で原発事

故との関係を懸念している患者がいました

か、５

いと感じられ、特に強く印象に残っている

症例はありますか、と尋ね

して回答を求めた。

「減ったと感じていた

たと感じていた（いる）」の間を５段階に分

け、該当する段階に○をつけてもらうよう

にした。４，５の問いに対しては、「はい」

か「いいえ」かのいずれかに○をつけて回

答するように求めた。

 

き市、相馬市、南相馬市、新地町に住所が

ある機関のうち内科、婦人科、耳鼻科、眼

科、皮膚科、小児科の診療施設

協力依頼をし、許可を頂いた施設に調査用

紙を送付して 22（

2012）年の

中の精神科的問題があると判断された患者

数を回答いただき、回答いただいた施設へ

出向いてカルテ調査を行うこ

答して頂き。許可が得られた施設でカルテ

調査を行った。追加したのは、この調査結

果の正確な統計解析処理である。

また、26 年度に行なった研究②では、

と同じ医師に対して昨年度

年後に、１ 震災直後数か月間の受診者を診

療して、先生は「精神的な不安が、身体的

な訴えに影響する患者数に変化がある」と、

その当時感じていましたか、２

災直後数か月間に精神的な不安が、身体的

な訴えに影響する患者数が震災前の年と比

べて変化があった」と感じていますか、３

震災後 1年ほどの間について、「震災後、喫

煙量が増えた」と訴える患者が震災前の年

と比べて変化があると、その当時感じてい

ましたか、４ 震災後

「鼻出血」を主訴に受診した患者で原発事

故との関係を懸念している患者がいました

か、５ 原発事故による精神的な影響が大き

いと感じられ、特に強く印象に残っている

症例はありますか、と尋ね

して回答を求めた。

「減ったと感じていた

たと感じていた（いる）」の間を５段階に分

け、該当する段階に○をつけてもらうよう

にした。４，５の問いに対しては、「はい」

か「いいえ」かのいずれかに○をつけて回

答するように求めた。

き市、相馬市、南相馬市、新地町に住所が

ある機関のうち内科、婦人科、耳鼻科、眼

科、皮膚科、小児科の診療施設

協力依頼をし、許可を頂いた施設に調査用

22（2010）年，

年の 3 月～6 月の新患数とその

中の精神科的問題があると判断された患者

数を回答いただき、回答いただいた施設へ

出向いてカルテ調査を行うこ

答して頂き。許可が得られた施設でカルテ

調査を行った。追加したのは、この調査結

果の正確な統計解析処理である。

年度に行なった研究②では、

と同じ医師に対して昨年度

震災直後数か月間の受診者を診
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５の問をもうけた理由は、印象深い症例に

直接面接させていただく機会が得られれば、

具体的な早期介入の手掛かりを詳細に把握

できる可能性が増えると考えたからである。

 研究③では、②の調査により把握できた

印象深い症例につき、許可が得られたら実

際に面接を行い、精神的問題による身体科

受診例の早期介入の手掛かりを探った。

研究④では、福島県警察本部が震災関連自

殺と判断した例につき資料提供を頂き、対

照例と比較しながら関連自殺の実態を分析

し、早期介入の手掛かりを求めた。

でもなく自殺に関する資料は各県警察本部

が管理している。震災関連自殺についても

同様である。福島県における震災関連自殺

について分析するためには福島県警察本部

に資料の提供を依頼する必要がある。本研

究が厚生労働省の科

くものであることを説明し、研究目的以外

には資料や分析結果の公表はしないことを

条件に福島県警察本部に資料提供を御願い

したところ、幸い平成

供を許可頂いた。
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資料は次の項目についてである。すなわち、

１）年齢、２）性別、３）震災後の住居の

変遷、４）震災前職業、５）震災後の職業

変遷、６）震災前の家族構成、

の家族構成変化、８）自殺の手段、９）発

見時の状況、

11）震災前後での身体的・精神的疾患の罹

患・治療歴、

訴えの有無、

有無、である。基礎資料について統計的解

析をおこなったが、解析には

解析の方法は震災関連自殺群、対照群間で

の平均値の差の

いての震災関連自殺群、対照群間での分布

の偏りの

なお、本研究は福島県立医科大学研究倫理

委員会の許可を受けて行った。
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資料は次の項目についてである。すなわち、

１）年齢、２）性別、３）震災後の住居の
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）震災前後での身体的・精神的疾患の罹

患・治療歴、12）自殺前の周囲への悩みの

訴えの有無、13）自殺をほのめかす言動の
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いての震災関連自殺群、対照群間での分布
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なお、本研究は福島県立医科大学研究倫理

委員会の許可を受けて行った。

結果 

25 年度調査結果の追加解析

年度調査の結果、回答を頂いた施設数は

、カルテ調査のための訪問を受け入れる

施設数 13、該当患者がいないので訪問不要

の施設数 6、カルテ調査のための訪問は不

10 であった。各年度の新患は
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26

（11.9%

では「減った」

らない」

47、「不明」

13、「やや減った」

「やや増えた」

 

患者数は 2010

(3.6％）、2012

た。カルテ調査受け入れ可と回答された

施設で調査を行った結果、

んらかの精神医学的診断がつく患者数は

2010 年 22 人（

人（10 施設

施設 1503 人中）であり、

2012 年では何らかの

診断がつく患者数が多い傾向があった（

二乗検定｟χ2(2)=6.819, p=

重比較｟正確二項検定［両側］、調整後

p=0.052｠)。そのうち

（神経症性障害、ストレス関連障害）に分

類されると診断された患者数は

1.3%)、2011

(1.7%)であり、年度による相違はなかった

χ2(2)=0.981,

 

２）26 年度新調査

26 年度の新調査

11.9%）から回答があった。問

では「減った」

らない」36、「やや増えた」

、「不明」2、問

、「やや減った」

「やや増えた」

2010 年 61 人(2.7

2012 年 102 人（

た。カルテ調査受け入れ可と回答された

施設で調査を行った結果、

んらかの精神医学的診断がつく患者数は

人（9 施設 1473

施設 2749 人中）、

人中）であり、

年では何らかの ICD による精神医学的

診断がつく患者数が多い傾向があった（

χ2(2)=6.819, p=

重比較｟正確二項検定［両側］、調整後

。そのうち F3（気分障害）と

（神経症性障害、ストレス関連障害）に分

類されると診断された患者数は

2011 年 40 (1.5

であり、年度による相違はなかった

χ2(2)=0.981,n.s.）。 

年度新調査（研究②）

年度の新調査の結果、1363

）から回答があった。問

では「減った」2、「やや減った」

、「やや増えた」

、問 2への回答では「減った」

、「やや減った」12、「変わらない」

「やや増えた」57、「不明」

(2.7％）、2011 年

人（4.3％）であっ

た。カルテ調査受け入れ可と回答された

施設で調査を行った結果、ICD-10 によりな

んらかの精神医学的診断がつく患者数は

1473 人中）、2011

人中）、2012 年 42

人中）であり、2010 年に比して

による精神医学的

診断がつく患者数が多い傾向があった（

χ2(2)=6.819, p=0.033｠

重比較｟正確二項検定［両側］、調整後

（気分障害）と

（神経症性障害、ストレス関連障害）に分

類されると診断された患者数は 2010

1.5%)、2012 年

であり、年度による相違はなかった

 

（研究②）の結果 

1363 人中 162

）から回答があった。問 1への回答

、「やや減った」0、「変わ

、「やや増えた」75、「増えた」

への回答では「減った」

、「変わらない」

、「不明」1、問 3 への回

年 131

％）であっ

た。カルテ調査受け入れ可と回答された 13

によりな

んらかの精神医学的診断がつく患者数は

2011 年

42 人（9

年に比して

による精神医学的

診断がつく患者数が多い傾向があった（χ

｠後の

重比較｟正確二項検定［両側］、調整後

（気分障害）と F4

（神経症性障害、ストレス関連障害）に分

2010 年 19 

年 26 

であり、年度による相違はなかった

 

162 人

への回答

、「変わ

、「増えた」

への回答では「減った」

、「変わらない」59、

への回

 



答では「減った」

わらない」

3、「不明」

138、「はい」

え」85

問 1

年半の調査時点での印象を問う問

の方が、「減った」「やや減った」「変わらな

い」の回答が有意に増えており、発災時の

印象は災害後

れていることが分かった。問

震災後に喫煙量が「増えた」「やや増えた」

と訴える患者が

人（10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であって、震災後に喫煙量が増えたと訴え

る人は多くはないと医師は感じていると思

われた。問

染と関連づけて受診した人がいた」と回答

した医師は

不安に感じられた一般の方がある程度おら

れたと言ってよいと考えられた。問

象に残った患者がいたと回答された医師が

67 人（

３）印象深い症例の面接調査

結果 

 研究②で印象深い症例を経験したと回答

された

う許可を求めた結果、

答では「減った」

わらない」120、「やや増えた」

、「不明」13、問

、「はい」24、問

85、「はい」

1 と問 2 の回答を比較すると、災害後

年半の調査時点での印象を問う問

の方が、「減った」「やや減った」「変わらな

い」の回答が有意に増えており、発災時の

印象は災害後 3 年半の時点では下方修正さ

れていることが分かった。問

震災後に喫煙量が「増えた」「やや増えた」

と訴える患者が

10.5％、不明の

であって、震災後に喫煙量が増えたと訴え

る人は多くはないと医師は感じていると思

われた。問 4 への回答で「鼻血を放射能汚

染と関連づけて受診した人がいた」と回答

した医師は 24 人（

不安に感じられた一般の方がある程度おら

れたと言ってよいと考えられた。問

象に残った患者がいたと回答された医師が

人（41.4％）おられた

３）印象深い症例の面接調査

 

研究②で印象深い症例を経験したと回答

された 67 人の医師に、その患者に面接を行

う許可を求めた結果、

答では「減った」1、「やや減った」

、「やや増えた」

、問 4への回答では「いいえ」

、問 5 への回答では「いい

、「はい」67 であった。

の回答を比較すると、災害後

年半の調査時点での印象を問う問

の方が、「減った」「やや減った」「変わらな

い」の回答が有意に増えており、発災時の

年半の時点では下方修正さ

れていることが分かった。問

震災後に喫煙量が「増えた」「やや増えた」

と訴える患者がいると回答した医師は

％、不明の 13 人を除くと

であって、震災後に喫煙量が増えたと訴え

る人は多くはないと医師は感じていると思

への回答で「鼻血を放射能汚

染と関連づけて受診した人がいた」と回答

人（14.8％）おられたので、

不安に感じられた一般の方がある程度おら

れたと言ってよいと考えられた。問

象に残った患者がいたと回答された医師が

％）おられた。 

３）印象深い症例の面接調査

研究②で印象深い症例を経験したと回答

人の医師に、その患者に面接を行

う許可を求めた結果、8 例について面接調

、「やや減った」1、「変

、「やや増えた」24、「増えた」

への回答では「いいえ」

への回答では「いい

であった。 

の回答を比較すると、災害後

年半の調査時点での印象を問う問 2 の回答

の方が、「減った」「やや減った」「変わらな

い」の回答が有意に増えており、発災時の

年半の時点では下方修正さ

れていることが分かった。問 3 への回答で

震災後に喫煙量が「増えた」「やや増えた」

と回答した医師は

人を除くと 18.1％）

であって、震災後に喫煙量が増えたと訴え

る人は多くはないと医師は感じていると思

への回答で「鼻血を放射能汚

染と関連づけて受診した人がいた」と回答

％）おられたので、

不安に感じられた一般の方がある程度おら

れたと言ってよいと考えられた。問 5 で印

象に残った患者がいたと回答された医師が

 

３）印象深い症例の面接調査（研究③）

研究②で印象深い症例を経験したと回答

人の医師に、その患者に面接を行

例について面接調

、「変

、「増えた」

への回答では「いいえ」

への回答では「いい

の回答を比較すると、災害後 3

の回答

の方が、「減った」「やや減った」「変わらな

い」の回答が有意に増えており、発災時の

年半の時点では下方修正さ

への回答で

震災後に喫煙量が「増えた」「やや増えた」

と回答した医師は 17

％） 

であって、震災後に喫煙量が増えたと訴え

る人は多くはないと医師は感じていると思

への回答で「鼻血を放射能汚

染と関連づけて受診した人がいた」と回答

％）おられたので、

不安に感じられた一般の方がある程度おら

で印

象に残った患者がいたと回答された医師が

（研究③）の

研究②で印象深い症例を経験したと回答

人の医師に、その患者に面接を行

例について面接調

査を行うこ

おりである。

a)症例１

市在住

身体科診断名

精神科診断名

身体科主訴

主訴の開始時期

始まり、

b)症例

町在住

身体科診断名

精神科診断名

身体科主訴

主訴の開始時期

てから始まる。

c)症例

町在住

身体科診断名

精神科診断名

(F32.1)

身体科主訴

主訴の開始時期

の 23

d)症例

町在住

身体科診断名

精神科診断名

(F32.1)

身体科主訴

主訴の開始時期

か月の

e)症例

江町在住

身体科診断名

後）

精神科診断名

身体科主訴

 

査を行うことが出来た。その結果は次のと

おりである。 

症例１ 74歳

市在住 避難生活はなし

身体科診断名 

精神科診断名 

身体科主訴 頭痛、眩暈

主訴の開始時期

始まり、2か月後の

症例 2 20 歳

町在住 避難先

身体科診断名 

精神科診断名 

身体科主訴 体がだるい

主訴の開始時期

てから始まる。

症例 3 65 歳

町在住 避難先

身体科診断名 

精神科診断名 

(F32.1) 

身体科主訴 不眠

主訴の開始時期

23 年 8月から始まる。

症例 4 68 歳

町在住 避難先

身体科診断名 

精神科診断名 

(F32.1) 

身体科主訴 胃痛、動悸

主訴の開始時期

か月の 25 年 6

症例 5 57 歳

江町在住 避難先

身体科診断名 

後）  

精神科診断名 

身体科主訴 不眠

とが出来た。その結果は次のと

 

歳 女性 主婦

避難生活はなし 

 メニエール病

 全般性不安障害（

頭痛、眩暈 

主訴の開始時期 震災・原発事故後じきに

か月後の 5月から悪化

歳 女性 学生

避難先 3か所 

 冷房病 

 適応障害(F43.2)

体がだるい 

主訴の開始時期 震災・原発事故後

てから始まる。 

歳 女性 農業

避難先 5か所 

 高血圧、多血症

 中等症うつ病エピソード

不眠 

主訴の開始時期 震災・原発事故後

月から始まる。 

歳 男性 無職

避難先 2か所 

 心筋梗塞後愁訴

 中等症うつ病エピソード

胃痛、動悸 

主訴の開始時期 震災・原発事故

6月ころから始まる。

歳 女性 パート

避難先 3か所 

 腎不全による愁訴（腎移植

 全般性不安障害

不眠 

とが出来た。その結果は次のと

主婦 発災時福島

 

メニエール病  

全般性不安障害（F41.1

  

震災・原発事故後じきに

月から悪化。 

学生 発災時双葉

(F43.2) 

 

震災・原発事故後 3

農業 発災時浪江

多血症 

中等症うつ病エピソード

震災・原発事故後 5

 

無職 発災時大熊

心筋梗塞後愁訴  

中等症うつ病エピソード

 

震災・原発事故後 2

月ころから始まる。 

パート 発災時浪

 

腎不全による愁訴（腎移植

全般性不安障害(F41.1)

とが出来た。その結果は次のと

発災時福島

F41.1） 

震災・原発事故後じきに

発災時双葉

3 年し

発災時浪江

中等症うつ病エピソード

5 か月

発災時大熊

中等症うつ病エピソード

2 年 2

発災時浪

腎不全による愁訴（腎移植

(F41.1) 



主訴の開始時期 震災・原発事故後じきに

始まる。 

f)症例 6 42 歳 女性 主婦 発災時福島

市在住 避難生活はなし 

身体科診断名 機能性胃腸炎 

精神科診断名 中等症うつ病エピソード

(F32.1) 

身体科主訴 食べられない 

主訴の開始時期 震災・原発事故後数日し

て始まる。 

g)症例 7 73 歳 女性 無職 発災時福島

市在住 避難生活はなし 

身体科診断名 高血圧 

精神科診断名 適応障害(F43.2) 

身体科主訴 食べるものが怖い 

主訴の開始時期 震災・原発事故後 6 か月

して始まる。 

h)症例 8 56 歳 男性 会社員 発災時浪

江町在住 避難先 2か所 

身体科診断名 眩暈 

精神科診断名 適応障害(F43.2) 

身体科主訴 不眠、眩暈 

主訴の開始時期 震災・原発事故後 3 カ月

して始まる。 

 これらの症例は年齢にバラつきはあるも

のの中高年に多い傾向があり、発症時期は

震災・原発事故後じきから 3 年後までとバ

ラつきがあって、主訴は不眠、眩暈、食欲

低下などで、精神科診断名はうつ病エピソ

ード、適応障害、全般性不安障害であった。

発災後避難先を転々とするストレスの体験、

あるいは比較的強い放射能不安を抱える人

であった。震災以前から治療していた疾患

があり、本人は主訴はそのためであると考

える傾向があった。 

 

４）震災関連自殺の実態分析と早期介入の

手掛かり調査（研究④）の結果 

 以下の項目について震災関連自殺群（以

下、関連群）と対照群との間で比較を行っ

た。 

a)年齢、性別 

 関連群の年齢は 15 歳～93 歳（平均±標

準偏差、59.4±19.6 歳）、対照群は 21 歳～

89 歳（58.7±18.0 歳）であり、両群間に平

均年齢に差を認めなかった（t[120]=0.207、

n.s.）。関連群の性別は、男 39 人、女 22 人

で、対照群は男 40 人、女 21 人であり、両

群間に性別分布の差を認めなかった（χ２

[1]=0.036、n.s.）。 

b)震災後の住居変遷 

 震災後の住居変遷については、関連群で

変遷あり 55 人、変遷なし 6人、対照群であ

り 0人、なし 61 人であり、関連群で有意に

住居変遷ありの者が多かった 

（χ２[1]=100.149、p<0.001）。 

c)震災後の職業変遷 

 震災後の職業変遷については、関連群で

変遷あり 14 人、変遷なし 46 人、対照群で

あり 2人、なし 59 人であり、関連群で有意

に職業変遷ありの者が多かった（χ２

[1]=10.602、p<0.001）。 

d)震災前の家族構成（単身か家族と同居か）

および配偶者の有無 

 震災前の家族構成について単身か家族と

同居かをみると、関連群では単身 13 人、家

族同居 43 人、不明 5人で、対照群では単身

13 人、家族同居 48 人、不明 0 人であり、

両群間に差は認められなかった（χ２

[1]=0.061、n.s.）。また配偶者の有無につ

いてみると、関連群では配偶者あり 30 人、

配偶者なし 30 人、不明 1人で、対照群では

あり 30 人、なし 31 人で、両群間に差は認

められなかった（χ２[1]=0.008、n.s.）。 

e)震災後の家族の変遷 



 避難者の場合、震災後に何カ所かに分か

れて生活するように変化した家族が多い。

そこで、関連群と対照群とで震災後の家族

の変遷を調べた。関連群では震災後に家族

の変化があった者は 32 人、なしは 27 人、

不明 2 人であったが、対照群では変化あり

0人、なし 61 人であった。両群間に震災後

の家族変化に有意な差があり、関連群で震

災後に家族変化があった者が多かった（χ

２[1]=45.116、p<0.001）。 

f)自殺の手段 

 自殺の手段は、関連群では縊死 37 人、投

身（建物、列車）7 人、焼身・割腹 4 人、

入水 4 人、服毒・練炭 9 人で、対照群では

縊死 36 人、投身（建物、列車）12 人、焼

身・割腹 0人、入水 3人、服毒・練炭 10 人

であった。両群間に手段の分布に偏りはな

かった（χ２[4]=5.525、n.s.）。しかし、

対照群では焼身・割腹による自殺はなかっ

たのに対し、関連群では焼身が 3 人、割腹

が 1人に見られたのは印象的である。 

g)発見時の手当ての有無 

 両群ともに発見時に手当てを受けた例は

少数であった。関連群では手当あり 12 人、

手当なし 49 人で、対照群ではあり 19 人、

なし 42 人で、両群間に手当の有無について

の違いは見られなかった（χ２[1]=2.119、

n.s.）。 

h)震災後罹病・治療歴 

 何らかの疾患への罹患は自殺行動への危

険因子となりうる。そこで震災後の一般身

体疾患のみの罹病・治療歴、精神疾患（認

知症、不眠症を含む）への罹病・治療歴（身

体疾患への罹病・治療歴の有無は問わない）

について調べたところ、関連群では身体疾

患罹病・治療歴あり 11 人、精神疾患罹病・

治療歴あり 36 人、罹病・治療歴なし 13 人

であったのにたいし、対照群では身体疾患

罹病・治療歴あり 20 人、精神疾患罹病・治

療歴あり 20 人、罹病・治療歴なし 21 人で、 

両群間には分布に偏りがあった（χ２

[2]=9.059、p<0.02）。罹病・治療歴と震災

関連自殺か否かを要素とした残差分析を行

った結果、有意水準５％で罹病・治療歴の

人数が有意に多かったのは関連群の精神疾

患罹病・治療歴で（実測値 36 人、期待値

27.8 人）、有意に少なかったのは対照群の

精神疾患罹病・治療歴であった（実測値 20

人、期待値 28.2 人）。 

i)関連群、対照群おのおのでの震災前後で

の罹病・治療歴の変化 

 震災後罹病・治療歴については、精神疾

患罹病・治療歴が関連群で有意に多く、対

照群で有意に少ないという上の結果をふま

え、関連群内での震災前後の罹病・治療歴

変化の有無、対照群内での変化の有無を検

討した。 

関連群については、震災前には身体疾患罹

病・治療歴あり 20 人、精神疾患罹病・治療

歴あり 13 人、罹病・治療歴なし 26 人であ

ったが、震災後では身体疾患あり 11 人、精

神疾患あり36人、治療歴なし13人となり、

震災前後で分布に有意な偏りがあった（χ

２[2]=17.73、p<0.001）。罹病・治療歴と震

災前後を要素とした残差分析を行った結果、

有意水準５％で罹病・治療歴の人数が有意

に多かったのは震災後の精神疾患罹病・治

療歴で（実測値 36 人、期待値 24.7 人）と

震災前の治療歴なしであった（実測値 26 人、

期待値 19.3 人）。逆に有意に少なかったの

は震災前の精神疾患治療歴（実測値 13 人、

期待値 24.3 人）と震災後の治療歴なし（実

測値 13 人、期待値 19.7 人）であった。 

 対照群では、震災前には身体疾患罹病・

治療歴あり 14 人、精神疾患罹病・治療歴あ

り 16 人、罹病・治療歴なし 31 人であった



が、震災後では身体疾患あり 20 人、精神疾

患あり 20 人、治療歴なし 21 人となり、震

災前後で分布に差はなかった（χ２

[2]=3.426、n.s.）。 

j)自殺前の悩みの訴え 

 自殺前に周囲に悩みの訴えをしていたか

否かは自殺行動を予防する手掛かりを与え

る可能性がある事柄である。そこで、関連

群、対照群で周囲へ悩みを訴える行動に違

いがあるか否かを検討した。関連群では訴

えあり 41 人、訴えなし 20 人、対照群では

あり 24 人、なし 37 人で、関連群で有意に

悩みを訴える行動が多かった（χ２

[1]=9.516、p<0.002）。 

k)自殺示唆 

 もう一つの自殺予防の手掛かりを与える

可能性のある事柄は、自殺行動を示唆する

言動が周囲になされたかである。そこで、

関連群、対照群で周囲にたいし自殺を示唆

する行動の有無に違いがあるか否かを検討

した。関連群では示唆あり 27 人、示唆なし

34人、対照群ではあり 22人、なし 39人で、

両群で示唆行動の有無に違いはなかった

（χ２[1]=0.853、n.s.）。 

 

D 考察 

１）身体科受診者の中で精神医学的問題を

持つ症例 

精神科入院施設を対象に私たちが 23,24 年

度に行った研究では、状態像で言うと錯乱

状態、そう状態、神経衰弱状態、せん妄に

よる新入院が 23（2011）年に増加し、24（2012）

年にはうつ状態による新入院が増加した。

震災・原発事故後の経過時間により新入院

の理由に違いがあることが分かった。精神

科・心療内科外来治療施設を対象に行った

研究では、23（2011）年では外傷後ストレ

ス障害および急性ストレス障害が有意に多

く、うつ病が少なかった。24（2012）年に

はその他のうつ状態が有意に少なかった。

外来新規受診者について見ても、震災・原

発事故後の経過時間により新規外来受診の

理由に違いがあることが分かった。 

今回、一般身体科初診者の中の精神科診断

がつく患者について調査したが、やはり平

成 24（2012）年に ICD-10 による精神科診

断がつく者の数が増加しており、震災・原

発事故の後の経過時間により精神新患の種

類の違いによると思われる受診動向に違い

が認められた。以前の結果と今回の結果と

を合わせて考えると、震災後間もない時期

にはストレス関連障害やストレスに起因す

るそう状態の悪化、器質疾患患者のせん妄

の悪化などが増加し、1 年後くらいにうつ

状態が増加する傾向があるものと推定され

た。 

今回の一般身体科受診患者の調査結果から

は、精神医学的問題によるための身体科受

診者の数はこれまでに WHO が行った調査結

果に比べると少ないと言える。身体科医の

精神医学的トレーニングの問題はおくとし

て、この結果が震災後に身体科へ精神医学

的問題を抱えた患者の受診が目立って増加

はしていない結果であると言えるかを確認

するべく新調査を実施したわけであるが、

その結果では災害後 3 年半の調査時点での

印象を問う問 2の回答の方が、「減った」「や

や減った」「変わらない」の回答が有意に増

えており、発災時の印象は災害後 3 年半の

時点では下方修正されていることから、震

災後に目立って増加したということではな

いという推測を補強するものと考えられた。 

２）身体科受診者中の精神医学的問題を持

つ例の早期発見の手掛かり 

 身体科受診者の中の精神医学的問題によ

る訴えであると思われる症例の発見と適切



な精神科的介入のためには、研究③でまと

めることが出来た典型例から把握される特

徴に注意して診療するべきことを、今後身

体科医師に理解してもらう啓発活動が必要

である。注意すべき特徴として、a)中高年、

b)主訴が不眠、眩暈、食欲低下など、c)避

難先を転々とするストレスの体験や比較的

強い放射能不安を抱える人、d)以前から治

療していた疾患がある、とまとめられる。 

３）福島県における震災関連自殺の実態と

早期介入の手掛かり 

 原発事故のために多くの人々が避難生活

を長期間余儀なくされている福島県の場合

には、平成 23 年 10 人、24 年 13 人、25 年 

23 人、26 年 15 人と震災関連自殺と判断さ

れる例数が高止まり傾向にあることから、

本調査分析では福島県における震災関連自

殺の問題に焦点をあて、実態の分析を行っ

て、それへの早期介入の手掛かりを求めよ

うとした。本調査分析の結果、福島県にお

ける震災関連自殺例については次のような

特徴があることが分かった。 

a)福島県の震災関連自死例の特徴 

ア）年齢、性別に関しては一般の自死者と

同様である。 

イ）震災・原発事故により住居が変化した

例が多く、61 人中 55 人（90.2％）であっ

た。 

ウ）震災・原発事故により職業が変化した

例が比較的多く、61 人中 14 人（23.0%）で

あった。 

エ）単身生活か家族と同居か、配偶者がい

るかについては一般の自死者と同様である。 

オ）震災・原発事故により同居家族が変わ

った例が多く、61 人中 32 人であった

（52.5%）。 

カ）自殺手段については一般の自死者の場

合と同様であるが、一般の自死者には見ら

れなかった焼身・割腹による自殺が 4 例に

見られたことが印象的であった。 

キ）震災・原発事故後に精神疾患の罹病・

治療歴を持つ者が多く、61 人中 36 人であ

った（59.0%）。また、震災前に比べ、震災

後に増加していた（震災前 13 人→震災後

36 人、2.8 倍）。 

ク）自殺前に周囲に悩みを訴える例が 61 人

中 41 人（67.2%）と多いことが一般の自死

者に比べて特徴的であった。 

b)震災関連自殺予防の手掛かり 

 ここで判明した福島県の震災関連自死者

の特徴から、次のような自殺予防の手掛か

りが示唆されるものと考える。すなわち、

ア）危険因子として住居変化、職業変化、

家族変化が挙げられるので、こういう危険

因子を多く持つ人に予防的働きかけを行う

こと、イ）精神疾患罹病・治療歴を持つ人

が多いことが分かったので、実際に精神疾

患のために受療している人の相談には特に

力を入れて取り組むべきこと、ウ）悩みを

周囲に訴える行動をする人が多いことが分

かったので、悩みを訴える人の悩み相談に

きちんと対応できる体制をとること、であ

る。 

 

E 結論 

 平成 26(2014)年度の研究により、震災・

原発事故の後、一般身体科においても精神

医学的問題による身体症状の訴えと考えら

れる症例がある程度増加したと判断された

が、その増加の程度は大きいものとは言え

ないと思われた。しかし、「鼻出血を放射能

汚染と関連づけて受診した人がいた」と回

答した医師が約 15%おられたように、不安

など精神医学的問題による身体症状で身体

科を受診された方がある程度おられたと言

ってよい。典型例の面接の結果、1)中高年、



2)主訴が不眠、眩暈、食欲低下など、3)避

難先を転々とするストレスの体験や比較的

強い放射能不安を抱える人、4)以前から治

療していた疾患がある場合に、特に注意深

く診ることが必要と考えられた。原発事故

のために多くの人々が避難生活を長期間余

儀なくされている福島県の場合には、平成

23 年 10 人、24 年 13 人、25 年 23 人、26

年 15 人と震災関連自殺と判断される例が

高止まり傾向にある。そこで福島県におけ

る震災関連自殺の問題に焦点をあて、その

実態の分析を行い、それへの早期介入の手

掛かりを求めようとして調査分析を行った。

その結果、1）危険因子として住居変化、職

業変化、家族変化が挙げられるので、こう

いう危険因子を多く持つ人に予防的働きか

けを行うこと、2）精神疾患罹病・治療歴を

持つ人が多いことが分かったので、実際に

精神疾患のために受療している人の相談に

は特に力を入れて取り組むべきこと、3）悩

みを周囲に訴える行動をする人が多いこと

が分かったので、悩みを訴える人の悩み相

談にきちんと対応できる体制をとること、

が早期介入のポイントとして把握できた。 

 

F 健康危険情報 

   東日本大震災と引き続いた原発事故

のような複合的大災害の場合、精神的影響

は多方面にわたって現れることが予想され

たが、実際、精神科・心療内科以外の一般

身体科においても精神的問題で身体症状を

訴える患者が災害後１～２年間にある程度

増加することが確認されたので、今回の調

査研究によって得られた知見を身体科の医

師の間でも共有いただけるような啓発活動

が必要であると思われる。また、福島県の

場合、震災関連自殺例が発災後 4 年を経過

しても高止まり傾向にあるので、今回の研

究で得られた震災関連自殺予防のポイント

を、こころのケアに関わるスタッフの中で

共有するための工夫が必要であると考えら

れる。 
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「東日本大震災における精神疾患の実態についての疫学的調査と効果的な介入方法の開発についての

研究」 分担研究報告書 
 

被災後のこころのケアの地域における体制づくりの研究 
 

分担研究者  酒井明夫  １） 

研究協力者  大塚耕太郎 １）、２） 

  遠藤 仁  １） 

  本多笑奈  １） 
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    志賀 優  １） 

１）岩手医科大学医学部神経精神科学講座 

２）岩手医科大学医学部災害・地域精神医学講座 

研究要旨 

 本研究では被災地におけるこころのケアの体制づくりについて継時的に概観していくことを目的とした。

東日本大震災による岩手県沿岸住民のメンタルヘルス危機に対して、発災直後より岩手医科大学では以前の

震災時に構築していたこころのケア体制を基盤として、全学的なケア体制の中で活動を開始した。平成 23

年度に岩手県こころのケアセンターを設置し、平成 24 年度より中長期的な支援を継続している。平成 26 年

度は、さらに包括的な支援体制を構築して、地域のこころのケアや健康づくり事業の推進している。被災者

はいまだ困難を抱えている状況であり、今後も被災地の復興状況と連動しながらメンタルヘルス対策を行っ

ていくことが求められる。 

 

Keywords  災害、岩手県、こころのケア、災害医学 

 

A．研究目的 

平成 23 年 3月 11 日に発生した東日本大震災津波

により、岩手県も甚大な被害を受けた。平成 26 年度

になっても今なお被災地では被災者が困難な生活を

送っている。本研究では、被災後のこころのケアの

地域における長期的な体制づくりを検討する目的と

して、岩手医科大学におけるこころケアの経時的な

活動実態を調査した。 

 

B．研究方法 

本研究では、東日本大震災津波以後の岩手医科大

学における平成 24 年度以降の被災地のこころのケ

ア活動を経時的に調査した。 

（倫理面への配慮） 

本研究の実施にあたっては、個人を特定できる情報

は使用せず、倫理的配慮を行った。 

Ｃ．研究結果 

１）こころのケアセンター活動の開始 

岩手県では、こころのケアを中長期的に継続して

いくために、こころのケアセンターによる事業が構

築された。岩手県から岩手医科大学内に業務委託に

より「岩手県こころのケアセンター」を同大学内に、

「地域こころのケアセンター」を沿岸４か所に設置

された。こころのケアチームが行ってきた地域・地

元市町村支援を中心とした活動を基本としながら、

先に述べた中長期的には地域主体の精神保健活動へ

の移行が可能となるように支援することを目標とし

てきた。 

２）岩手県こころのケアセンターの活動概況 

１）平成 24 年度の岩手県こころのケアセンターの

活動（平成 24 年４月１日～平成 25年 3月 31 日） 

相談支援 7,444 件（震災こころの相談室実施回数 

323 回 1,294 名 支援者面接 916 件を含む） 

・市町村,関係機関等との連絡調整・ケース検討等（会

議参加 662 回 1,636 名 ケース検討会 190 回） 

・住民健康教育,人材養成研修等(実施回数 352 回 



参加人数 12,479 名) 

・サロン,仮設集会所等での活動への支援（実施回数 

48 回 参加人数 296 名） 

・地域保健活動（特定健診,全戸訪問等）への支援（実

施回数 1,627 回 参加人数  2,455 名） 

・支援者に対する研修,技術援助等（専門家による同

行訪問 167 件 スーパーバイズ 117 件 

 保健師向け技術支援研修会 5 回 参加人数 266 名 

センター職員研修会 97 回 参加人数 580 名） 

２）平成 25 年度の岩手県こころのケアセンターの

活動（平成 25 年４月１日～平成 26年 3月 31 日） 

・相談支援 10,201 件（震災こころの相談室実施回

数 278 回 1,573 名 支援者面接 2,435 件を含む） 

・市町村,関係機関等との連絡調整・ケース検討等（会

議参加 2,766 回 7,009 名 ケース検討会 202 回） 

・住民健康教育,人材養成研修等(実施回数 303 回 

参加人数 8,033 名) 

・サロン,仮設集会所等での活動への支援（実施回数 

160 回 参加人数 1,392 名） 

・地域保健活動（特定健診,全戸訪問等）への支援（実

施回数 3,261 回 参加人数 4,908 名） 

・支援者に対する研修,技術援助等（専門家による同

行訪問 982 件 スーパーバイズ 2,803 件 

 保健師向け技術支援研修会 19 回 参加人数 278

名 センター職員研修会 269 回 参加人数 1,081 名 

３）平成 26 年度途中の岩手県こころのケアセンタ

ーの活動（平成 26 年４月１日～平成 26 年 9 月 30

日） 

相談支援 5,906 件（震災こころの相談室実施回数 

147 回 663 名 支援者面接 881 件を含む） 

・市町村,関係機関等との連絡調整・ケース検討等（会

議参加 1,032 回 2,977 名 ケース検討会 18 回） 

・住民健康教育,人材養成研修等(実施回数 154 回 

参加人数 4,226 名) 

・サロン,仮設集会所等での活動への支援（実施回数 

60 回 参加人数 610 名） 

・地域保健活動（特定健診,全戸訪問等）への支援（実

施回数 1,235 回 参加人数  1,481 名） 

・支援者に対する研修,技術援助等（専門家による同

行訪問 250 件 スーパーバイズ 1,304 件 

 保健師向け技術支援研修会 10 回 参加人数 90 名 

センター職員研修会 84 回 参加人数 418 名） 

３）いわて子どもケアセンター設置 

平成25年5月に岩手医科大学にいわて子どもケアセ

ンターが設置された。沿岸の児童精神医学領域での

ケアを実践するために、沿岸のサテライトクリニッ

ク、矢巾の岩手医科大学内のセンターにてケアや地

域従事者の教育等の活動を開始している。同学に設

置されている岩手県こころのケアセンターと連携を

とりながら被災地におけるこころのケアを実践して

いる。 

 

Ｄ．考察 

こころのケアの中長期的目標としては、地域が主

体となること、そして地域の医療や保健活動を通し

た被災住民の支援が行き届くこと、被災住民が援助

を求めたとき、支援を享受できる体制を構築するこ

とである。そして、被災地が健康な暮らしを享受し

ながら生活再建や地域の復興を目指すことの基盤を

支援していくことがもとめられる。 

第一に、地域精神保健福祉的介入を強め、最終的

に住民主体で住民力が向上するような目標が必要で

ある。地域精神保健的介入を実践する上で、関係従

事者へのケア的な視点や、教育的アプローチが求め

られる。第二として、地域への介入を検討する上で、

地域を被災状況やこれまでの精神保健的問題からリ

スク区分し、それぞれの地域の状況に合わせて介入

を行うことを目標となる 。 

加えて、中長期には自殺対策事業の構築も重要で

あり、平成 24年 8月に改正された自殺総合対策大綱

では、自殺対策として「４．心の健康づくりを進め

る」の項目で、あらたに「（４）大規模災害における

被災者の心のケア、生活再建等の推進」が課題とし

て提示された。自殺対策と災害支援はそれぞれに困

難を抱えた人を支援するというアプローチであり、

方法論、システム、人材養成等で共役性がある。 

 

Ｅ．結論 

被災者のこころのケアの領域は大きく「医療」、「保

健」、「福祉」の三領域に区分される。医療では、主

に医療機関等による専門的ケアが実施されている。

具体的にあげると、うつ病、PTSD をはじめとする災

害ストレスと関連した精神疾患の診断・治療等を行

っている。また、すでに精神障害にあったものが被

災によるストレスに影響され、調子を崩し、その対

処を行っている。 

 保健領域では、主に保健師達による予防介入や健

康増進活動としてこころのケアが実施されている。

健康相談、健診、スクリーニング等で震災ストレス

によって影響を受けている住民に対する予防介入、



住民に対する健康教育を通しての健康増進活動、支

援者に対する研修等を通じた人材養成が行われてい

る。 

 福祉領域は、行政の福祉担当課や社会福祉協議会

等による生活支援や見守り活動を実施したり、介護

福祉領域の従事者が高齢者や障害者への支援を行っ

ている。たとえば、こころのケアとして、生活支援

相談員（社協）や民生委員等による訪問活動による

見守り、仮設住宅集会場でのサロン活動、包括支援

センターによる介護予防としてのこころのケアなど

が行われている。 

未だ地域は復興の真っ只中であるが、被災地支援

と自殺対策を連動させながら、今後もこころのケア

センターを含めた被災地保健医療事業を推進し、被

災地住民や各地の心理的危機にある方々への支援が

行き届くような仕組みづくりが推進される体制の構

築が必要である。そして、健康を大切にする地域づ

くりを通して、地域が再構築され、地域住民がここ

ろの豊かな生活を安心して享受できる社会につなが

る取組を提供していくために、長期的な視点で支援

が提供されることが大切である 。今後も被災地の復

興状況と連動しながらメンタルヘルス対策を行って

いくことが求められる。 
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沿岸部津波被災地域の児童の心理社会的状況に関する実態調査 
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１）東北大学災害科学国際研究所 災害精神医学分野 

 

 

研究要旨 

平成 26 年度は、東日本大震災から３年が経過して懸念される子どものこころの健康に関する実態を把握す

るため、災害科学国際研究所と宮城県こども総合センターとの共同で、平成 25 年度の第１回目調査に引き続

き、名取市の小中学校の生徒の生活状況、こころの健康状態の１年後のフォローアップを行った。名取市内

の名取市は小学校 11 校、中学校 5校に通学する児童（小学生 4,706 名 中学生 2,315 名 計 7,021 名）のう

ち、調査の趣旨を理解した上で同意が得られた、児童、および、その保護者と担任教諭に対し、2014 年 6月

30 日に問診票の配布手続きを開始し、7月 31 日に回収を行った。質問票には昨年度同様、子ども版災害後ス

トレス評価尺度（Post Traumaic Symptoms Scale for Children: PTSCC15）、子どもの強さと困難さアンケー

ト（SDQ）などともに、保護者から現在の生活状況、震災前後の生活状況、担任教諭から、学校での様子に関

する情報の収集を行い、多角的な把握を行った。PTSCC15 は平均値 17.2 点で昨年度の 18.0 点より僅かに低

い値を示した。学年とともに増加し、特に中学女児で得点が高い傾向は昨年同様であった。いやなこと、怖

いことで思い浮かべることに対して東日本大震災をあげる児童は昨年より減少（11.6%）していたが、学校を

あげる児童は横ばいであった。SDQ スコアは平均値 11.7 点と昨年度の 11.8 点と同程度に推移し、学年とと

もに緩やかに減少する傾向も昨年同様であった。朝食を摂取しない児童、ゲーム、PC、携帯電話の使用時間

が長い児童は PTSSC15 スコアが高い傾向があり、注意を要することが示唆された。１年を経て、若干の改善

傾向は示しているものの、依然、震災後の児童のこころの健康の状態には注意を払う必要があり、こころの

健康状態を生活状況、生活習慣と併せて把握し、教育の現場と連携して、ケアを進めていく必要があると考

えられた。 

Keywords  災害、抑うつ、児童 
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Ａ．研究目的 

東日本大震災は、死者15,889人、行方不明者2,594

人、家屋大規模損壊約 40 万戸（警察庁、平成 26 年

12 月 10 日現在）という甚大な被害をもたらした。

地震、津波、原発事故に起因する心的外傷性のスト

レスや喪失、環境の変化に伴うストレスは多くの人



 
 

の心身に大きな影響を及ぼすものと考えられ、沿岸

部津波被災地域の災害関連精神疾患の実態を把握す

ることは重要な課題である。分担研究者らは震災発

生後、宮城県沿岸部の自治体と連携して、災害急性

期の精神保健対応を開始し、その後も同町を中心に

長期の精神保健活動を継続しているが、本分担研究

ではこれらの活動の枠組みの中で沿岸部津波被災地

域の災害関連精神疾患の実態を把握するための調査

研究に取り組んでいる。平成 24 年度、周産期の被災

における状況調査と母体の精神状態および育児に与

える影響について調査を行ったのに引き続き、平成

25 年度からは、東日本大震災以降懸念される子ども

のこころの健康に関する実態を把握するため、宮城

県こども総合センターと共同で、名取市の小中学校

の生徒の生活状況、こころの健康状態の把握を行っ

てきており、平成 25 年度の第１回調査に引き続き、

平成 26 年度はその１年後のフォローアップ調査を

行い、推移を把握した。 

  

Ｂ．研究の対象および方法  

対象：名取市内の名取市は小学校 11 校、中学校 5

校に通学する児童（小学生 4,706 名 中学生 2,315

名 計 7,021 名）のうち、調査の趣旨を理解した上

で同意が得られた、児童、および、その保護者と担

任教諭。 

 

方法：平成 26 年 6月 30 日に問診票を名取市教育委

員会に受け渡し、教育委員会から各学校に送付され

た。各学校において、各学級の担任から児童に問診

票の配布が行われた。回答の回収は各学校で夏期休

暇までに行われ、平成 26年 7月 31 日に教育委員会

に集積された回答を受領した。本調査は単に東日本

大震災のこどもの精神行動への影響の実態を把握す

るだけでなく、必要なケアを提供できる体制での調

査を行った。子どものメンタルヘルスケアを提供し

ている宮城県子ども総合センターが平成25年4月に

名取市美田園に移転したことからも、対象地域を名

取市と定めて調査を行っているものである。調査の

データ解析は、東北大学災害科学国際研究所災害精

神医学分野で行った。 

 質問票には子ども版災害後ストレス評価尺度

（Post Trauma2c Symptoms Scale for Children: 

PTSCC15）と子どもの強さと困難さアンケート（SDQ）

を含め、PTSCC15 は災害後のこころの反応を評価す

る評価尺度で、全 15 項目（PTSD8 項目、抑うつ 7項

目の下位尺度）の質問を 0点から 5点までの 6段階

で評価する(0-75 点)。小 1-3 は保護者、小 4-中 3

は児童本人が記載を行った。本調査では、冒頭に「こ

のごろの体の調子やきもちについて」と指示をして

おり、震災に関わらず現在の児童のメンタルヘルス

を評価できるようにしている。「いやなこと、こわい

こと、悪いこと」は何か特定する設問が最後にあり、

震災関連かどうかを判断した。PTSSC15 には cut off

が規定されていないが、本調査では、40点以上を高

得点者とした。 

 子どもの生活上の困難さについて大人が評価を行

う SDQ は、保護者が記載を行った。情緒面、行為面、

多動・衝動性、仲間関係について、合計を 0-40 点で

評価し、本調査では 19 点以上を高得点者とした。 

 PTSSC15 と SDQ については評価尺度の概要や児童

への指導の際の配慮とともに、全体の中で上位 5%の

高得点となった児童を高得点者として、各学校に伝

え、適宜、個別の支援に繋げた。 

 この他、保護者が、現在の生活調査票、震災前後

の生活調査票の記載を、担任の教諭が学校基礎調査

票と学校の生活調査の記載を行った。学校基礎調査

では、各学年のクラス数、生徒数（男児数、女児数）

を把握し、学校の生活調査では、保護者の観点だけ

でなく多角的に子どもの生活を評価するために「出

席状況」「学習集熟度」「クラスメートとの関係」「集

団活動」「家庭状況」に関する情報が含まれた。また、

睡眠、朝食の習慣、テレビ視聴、ゲーム、PC、携帯

電話の利用時間についても質問を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

対象児童数小学生 4,706 名、中学生 2,315 名、計

7,021 名のうち、同意児童数は小学生 3,730 名、中

学生1,160名、計4,890名で、回収率は小学生79.3%、

中学生 50.1%、計 69.6%であった。回収率は昨年度（小

学生 84.2%、中学生 61.4%、計 76.9%）に比べ、減っ

ていた。 

PTSCC15では40点以上の高得点者の児童が256 名

(全回答の 5.2%)いた。昨年度は 307 名(全回答の

5.8%)で、回収率の低下を考慮しても減少していた。

PTSCC15 の平均値は 17.2 点で昨年度の 18.0 点より

僅かに低い値を示した。学年とともに増加し、特に



 
 

中学女児で得点が高い傾向は昨年同様であった。い

やなこと、怖いことで思い浮かべることに対して東

日本大震災をあげる児童は昨年より減少（11.6%）し

ていたが、学校をあげる児童は横ばいであった。 

 SDQ で 19 点以上の高得点者を示す児童は 262 名

(全回答の 5.4%)で、昨年度の 328 名(全回答の 6.2%)

と比べると回答率の低下を考慮しても減少していた。

男女ともに、学年が上がるのに従って SDQ スコアに

は減少傾向を認めた。SDQ スコアの平均値でみると

11.7 点で、昨年度の 11.8 点と同程度に推移し、学

年とともに緩やかに減少する傾向も昨年同様であっ

た。 

生活習慣としては、昨年度と同様、ほぼ 9割の児

童は毎日朝食を食べている結果となった。朝食を毎

日食べない児童は、小 1‐3で男児 1.1%、女児 0.7%、

小 4‐6 で男児 1.6%、女児 1.4%、中学で男児 2.1%、

女児 3.4%であった。昨年度に比べると小学低学年、

中学女児の割合が増加していた。睡眠時間は学年が

上がる毎に短くなる（入眠時間が遅い）傾向にあり

昨年と同様であった。休日の睡眠時間は男児より女

児の方が長い傾向があり、これも昨年度と同様であ

った。男児では小学校高学年以降になると、ゲーム

をする時間が長くなり、平日 3時間以上ゲームをす

る児童は、小 4-6 男児で 4.9%、中学男児で 6.0%、休

日では、小 4-6 男児で 19.5%、中学男児で 20.2%であ

った。女児では平日 3時間以上ゲームをする児童は、

小 4-6 で 2.4%、中学で 2.7%、休日では、小 4-6 で

7.8%、中学で 5.9%であった。携帯電話、PC、スマー

トフォン、タブレットを使用する時間は男女とも学

年が上がるにしたがって増え、平日 3時間以上携帯

電話、PC 等をする児童は、小 4-6 男児で 1.6%、中学

男児で 8.7%、休日では、小 4-6 男児で 3.9%、中学男

児で 18.1%、女児では平日 3 時間以上ゲームをする

児童は、小 4-6 で１．２%、中学で 12.7%、休日では、

小 4-6 で 4.0%、中学で 25.3%であった。朝食を摂取

しない児童、ゲーム、PC、携帯電話の使用時間が長

い児童は PTSSC15 スコアが高い傾向があり、注意を

要することが示唆された。 

 

Ｄ．考察 

平成25年度に行った第1回目の調査から１年を経て、

若干の改善傾向は示しているものの、依然、震災後

の児童のこころの健康の状態には注意を払う必要が

ある状況にあることが示された。 

 PTSCC15 スコアが学年とともに増加し、特に中学

女児で得点が高いことや、SDQ スコアが男女ともに、

学年が上がるのに従って減少傾向にあることなどは

昨年度と同様でこれらの傾向は普遍的なものである

可能性が示唆された。 

 こころの健康状態は、朝食の摂取状況、ゲーム、

携帯電話、PCなどの通信機器の利用などの生活状況、

生活習慣と密接に関連していることが改めて示され

た。殊に、小学校低学年や中学女児で朝食を食べな

い児童の割合が増加していることは注意をするべき

ことと考えられる。また、男児では特にゲーム、ま

た、男女を問わず携帯電話、PC などに割く時間が長

くなっており、これらの機器の使用の在り方に関し

ても、何らかの取り組みが必要であると考えられる。

児童のこころの健康状態を生活習慣の併せて把握し、

教育の現場と連携して、ケアを進めていく必要があ

ると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

平成25年度に行った第1回目の調査から１年を経て、

若干の改善傾向は示しているものの、依然、震災後

の児童のこころの健康の状態には注意を払う必要が

ある状況にある。朝食を摂取しない児童、ゲーム、

PC、携帯電話の使用時間が長い児童は PTSSC15 スコ

アが高い傾向があり、注意を要する。被災地域の児

童のこころの健康状態を生活状況、生活習慣と併せ

て把握し、教育の現場と連携して、ケアを進めてい

く必要がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業精神障害分野） 

東日本大震災における精神疾患の実態についての疫学的調査と 
効果的な介入方法の開発についての研究 

平成 26 年度分担研究報告書 

 

東日本大震災で活動した消防団員の受けた惨事ストレスに関する研究 

―PTSD 症状に影響した要因の検討― 

 

分担研究者 加藤 寛 

公財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 

兵庫県こころのケアセンターセンター長 

     

抄録 本研究では、消防庁が平成 24 年秋に実施した東北 3 県の消防団員を対象とした健康

調査のデータを許諾を得て集計解析した。昨年度は主に単純集計、PTSD 症状の多寡につ

いて報告したが、本年度は PTSD 症状に影響した要因について分析した。個人的な被災状

況と活動による惨事ストレスとなる状況が、震災から約 1 年半後の心理的影響にどのよう

に関連したかをロジスティック回帰分析により検討した。その結果、調査時点の PTSD 症

状には、惨事ストレス要因の方が強く影響していたことが分かった。これは、この災害の

救援活動の過酷さと、同時に消防団員の救援者としての意識の高さが影響していると思わ

れる。 

 

A はじめに 

 わが国には江戸時代の町火消を起源にす

る、住民の災害自衛組織があり、太平洋戦

争後に行政組織としての現在の消防署が整

備されるまでは、「消防組」あるいは「警防

団」として、半官半民の身分で地域社会の

安全を守ることに寄与していた。現在は、

団員の高齢化、なり手不足などの問題を抱

えているが、大阪市を除く全国に配置され

90 万人以上の団員と 15000 台の消防車両

を有している。火災だけでなく、地震、風

水害が多発するわが国においては、災害救

援で大きな役割を果たしている。しかしな

がら、惨事ストレス対策に関しては、行政

吏員である消防職員と比較すると、これま

でほとんど注目されたことがなく、対策も

まったく講じられていなかった。東日本大

震災では、住民の避難誘導や沿岸の水門を

閉じる作業中に、津波によって殉職した消

防団員は 253 名に上った。このような状況

から、ようやく総務省消防庁では消防団員

への惨事ストレス対策の検討を始めた。そ

の一環として、岩手、宮城、福島の消防団

員を対象とした大規模な健康調査が平成

24 年 9 月から 10 月にかけて実施された。

本研究では、総務省消防庁の承認を得て、

上記の健康調査のデータを解析した。昨年

度は主に単純集計、PTSD 症状の多寡につ



いて報告したが、本年度は PTSD 症状に影

響した要因について詳しく分析し、考察を

加えた。 

 

（倫理的配慮） 

本研究は、総務省消防庁が実施した調査で

得られた、匿名化されたデータを、許諾を

得て用いる。したがって、厚生労働省が平

成 14 年に策定した疫学研究における倫理

指針の第 4 節「個人情報の保護」における

規定「他の機関等の資料の利用」に該当す

る。使用にあたっては、消防庁に平成 25 年

3 月 27 日付けで使用許可願いを提出し、許

諾を得た。その上で、兵庫県こころのケア

センター研究倫理審査委員会に申請し、平

成 25 年 10 月 3 日に承認を得た。 

 

B 調査結果の概要 

１．対象と方法 

東日本大震災の主な被災地である岩手県、

宮城県、福島県の各県にある消防団のうち、

沿岸部の 53 カ所（岩手 12、宮城 28、福島

13）、および沿岸部に隣接する、または地域

内の全壊家屋数が 100 棟以上であった 15

カ所（岩手 4、宮城 4、福島 7）の合計 68

消防団に所属する団員から、名簿記載順に

一定の間隔で無作為に抽出された合計

1658 名の団員を対象とした。調査票は自記

式質問紙で、各県の消防団を管轄する県の

部署から各消防団組織に依頼し配布し、調

査票のとりまとめを行う調査会社に、記入

した本人が郵送する方法で回収した。調査

期間は平成 24 年 9 月 21 日から同年 10 月

19 日までであった。調査項目は、回答者の

年齢、性別、婚姻状況などのプロフィール、

震災の個人的影響、消防団員としての経験、

団の被災前の状況、団の被災状況、震災後

の活動状況、惨事ストレスの状況と影響、

精神健康や震災の心理的反応を測定する尺

度、および自由記載欄などで構成されてい

た。 

 回収された調査票は 912 部、回収率は

55.0%であった。以下の解析では、主な心

理測定尺度である出来事インパクト尺度改

訂版（IES-R）および K６調査票日本語版

（K6）において、前者では 4 項目以上、後

者では 2 項目以上の欠損がある場合には、

解析から除外している。なお、除外基準に

満たない範囲で 2 尺度に回答欠損項目があ

った場合には，同尺度内の他項目の平均値

を代入した。その結果、以下の解析対象者

数は 869 名（回収数の 95.3%）である。869

名の県別の人数は岩手県225名、宮城県297

名、福島県 331 名、不明 16 名であった。 

以下の解析においては、所属によって沿

岸部と内陸部の 2 群に分けて比較し、所属

が不明の者を除いて記載した（沿岸群 636

名、内陸群 201 名、不明 32 名）。 

 

【調査時点の PTSD 症状の多寡】図 1 

 IES-R（出来事インパクト尺度改訂版）

は、トラウマ体験の影響を測定する 22 項目

からなる尺度であり、広く外傷後ストレス

障害（PTSD）の症状スクリーニングや、

経過の判定などに使われる。この尺度は、

PTSD の 3 主症状である、再体験症状、回

避症状、過覚醒症状の回項目に分けて評価

することも可能である。本尺度の内的整合

性を示すα係数は、総得点 0.96、3 下位尺

度でも再体験 0.92、回避 0.90、過覚醒 0.87

と十分に高い値を示した。 

IES-R は PTSD のリスクが高いと判断さ



れるカットオフ値として総得点 25 点を用

いることが多い。この基準を使って、二つ

に区分し、2 群を比較したところ、高得点

者が沿岸群では 22.8%、内陸群で 11.9%認

められ、前者に有意に高い割合であった。 

この結果から、津波被害を受けた沿岸部

の消防団員は、個人的にも多くのものが被

災しただけでなく、救助活動をとおして明

らかな惨事ストレスを経験していた。その

結果、調査時点における PTSD 症状は内陸

部の団員と比較して、IES-R の得点、およ

びハイリスク者の割合において、明かに高

値を示していた。 

 

【各要因と PTSD 症状の関連】表１～表５ 

 PTSD 症状の多寡にどのような要因が影

響したのかを考えるために、沿岸部の消防

団員 636 名について、個人的な被災状況と、

消防団活動をとおして体験した惨事ストレ

ス要因と、IES-R のハイリスク者の割合と

の関連について検討した。個人的な被災状

況と、IES-R 総得点 25 点以上であるか否か

について比率の検定を行ったところ、近親

者の死別の有無、住宅の被災状況、医師の

手当てを受けるほどの負傷の有無、震災後

の就業状態の変化、収入の変化、の 5 要因

で、有意差が認められた。また、活動状況

に関連した要因については、表に示した 9

要因で有意差が認められた。 

 各要因は、いずれもカテゴリー変数とし

て扱うことが可能であるので、IES-R 総得

点が 25 点以上であることについて、どのよ

うに影響するのかを、ロジスティック回帰

分析によって検討した。 

 まず、それぞれの要因について、調整し

ないオッズ比を求め、その結果を表に示し

た。個人的被災要因では、収入の変化を除

く 4 要因で、1.95 から 3.68 までの有意なオ

ッズ比を、それぞれの参照カテゴリーに対

して示した。また、惨事ストレス要因では、

それぞれの要因の一つ以上のカテゴリーで、

有意なオッズ比を示していた。これらの要

因は、互いの交絡要因になっている可能性

があるため、多重ロジスティック回帰分析

を、要因数を変えながら、第一段階として

被災要因のみ、第二段階として惨事ストレ

ス要因のみで解析したところ、被災要因で

は、死別の有無、負傷の有無、住宅被害、

就業状態の変化の 4 要因、惨事ストレス要

因では、車両の喪失、活動中に抱いた無力

感、遺体を扱った影響、住民から非難を受

けた影響の 4 要因について検討した場合に、

もっともモデルとしての適合度が高くなっ

た。 

 被災要因では、調整されたオッズ比はも

っとも高いものは、「住宅が全壊あるいは流

出した」というカテゴリーで、被害がなか

った場合と比べて2.62倍の有意なオッズ比

を示した。惨事ストレス要因で、統計学的

に有意なオッズ比を示したもののうち、活

動中に無力感を「とても感じた」というカ

テゴリーでは、無力感を感じなかった場合

と比較して 5.2倍の高いオッズ比を示した。 

 次に、第三段階としてこれらの被災要因

4 個、惨事ストレス要因 4 個の計 8 要因を

説明変数として、それぞれの調整されたオ

ッズ比を求めた。その結果、被災要因では、

いずれのカテゴリーでも有意なオッズ比は

示さなかった。惨事ストレス要因は、すべ

てで有意なオッズ比を示したカテゴリーが

含まれており、もっとも高かったのは、活

動中の無力感を「とても感じた」というカ



テゴリーで、「感じなかった」場合に対して

5.18 倍のオッズ比を示していた。 

 

C 考察 

 東日本大震災で消防団員の果たした役割

は、とても大きかったことは、よく知られ

ている。津波に対する防災意識の高さから、

団員は水門の閉鎖、住民の誘導などを、訓

練どおりに行った。津波に巻き込まれる危

険はとても高く、結果として 200 名を超え

る殉職者を出してしまった。また、その後

の遺体捜索でも、長期に活動を行わなけれ

ばならなかった。こうした状況から、消防

団員の多くが活動をとおして強いストレス

状況に晒されたことは明らかであろう。一

方で、団員は地域住民であり、個人的にも

住宅被害や近親者との死別などを経験した

者が少なくなく、こうした直接的な被災状

況がもたらす影響も看過できない。本研究

では、個人的な被災状況と活動による惨事

ストレスが、震災から約 1 年半後の心理的

影響にどのように関連したかを検討した。

その結果、調査時点の PTSD 症状には、惨

事ストレスの方が強く影響していたことが

分かった。これは、この災害の救援活動の

過酷さと、同時に消防団員の救援者として

の意識の高さが影響していると思われる。

特に活動をとおして感じた無力感の強さが、

もっとも強く影響していたことは、津波が

襲った直後の救援活動は、ほとんど何もで

きない絶望的なものであったことを意味し

ていると思われる。 

 阪神・淡路大震災などの過去の災害では、

消防士や自衛隊員などの職業的な災害救援

者を対象とした調査が行われ、その結果、

惨事ストレス対策が大きく進展した職域が

多い。東日本大震災でも消防隊員には消防

庁が専門家チームを被災地に派遣している

し、自衛隊は多くのカウンセラーに早期か

ら対応させている。一方、消防団員につい

ては、これまでほとんど注目されておらず、

対策は不十分であった。都市部以外では消

防団員は、災害救援活動において、重要な

役割が求められるだけに、彼らに対する惨

事ストレス対策が、今後、発展していくこ

とが望まれる。 

D 健康危険情報：該当なし 

 

E 研究発表：該当なし 

 

F 知的財産権の出願・登録状況： 

該当なし 
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表１ 沿岸部の消防団員の PTSD 症状と被災要因との関連（n=636） 
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図１. IES-R 2区分の比較（内陸と沿岸）

内陸(n=201)

沿岸(n=636)

IES-R25点未満 IES-R25点以上 χ2 ｐ
調整しない
オッズ比

95%信頼区間 ｐ

死別の有無
あり 251(71.7%) 99(28.3%) 13.3(v=1) 0.000 2.06 1.39～3.05 0.000
なし 240(83.9%) 46(16.1%)

住宅被害状況

全壊・流出 116(68.2%) 54(31.8%) 18.1(v=2) 0.000 3.44 1.90～6.20 0.000
半壊・一部損壊 235(77.6%) 68(22.4%) 2.14 1.22～3.75 0.008

被害なし 133(88.1%) 18(11.9%)
負傷の有無

あり 16(50.0%) 16(50.0%) 14.2(v=1) 0.001 3.68 1.79～7.56 0.000
なし 475(78.6%) 129(21.4%)

就業状況の変化

あり 153(69.2%) 68(30.8%) 12.3(v=1) 0.001 1.95 1.33～2.85 0.001
なし 338(81.4%) 77(18.6%)

収入の変化

大きく・かなり減少 114(66.3%) 58(33.7%) 18.9(v=2) 0.000 1.25 0.58～2.70 n.s.
変化なし・少し減少 346(82.4%) 74(17.6%) 0.53 0.25～1.11 n.s.

増加 27(71.1%) 11(28.9%)

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）



表２ 沿岸部の消防団員の PTSD 症状と惨事ストレス要因との関連（n=636） 

 

 

 

IES-R25点未満 IES-R25点以上 χ2 ｐ
調整しない
オッズ比

95%信頼区間 ｐ

殉職者の有無

あった 144(70.9%) 59(29.1%) 7.7(v=1) 0.006 1.73 1.17～2.55 0.006
なかった 337(80.8%) 80(19.2%)

詰所被害

全壊・流出 130(68.4%) 60(31.6%) 13.3(v=2) 0.001 2.25 1.45～3.49 0.000
半壊・一部損壊 128(77.1%) 38(22.9%) 1.45 0.13～1.45 n.s .

被害なし 224(83.0%) 46(17.0%)
車両被害

すべて喪失 42(58.3%) 30(41.7%) 21.8(v=2) 0.000 3.29 1.93～5.60 0.000
一部喪失 104(73.2%) 38(26.8%) 1.68 1.08～2.64 0.023
被害なし 341(82.2%) 74(17.8%)

活動中の生命危機

まったくなし 95(90.5%) 10(9.5%) 40.7(v=3) 0.000
多少感じた 264(81.2%) 61(18.8%) 2.20 1.08～4.46 0.03
かなり感じた 87(69.0%) 39(31.0%) 4.26 2.01～9.04 0.000
とても感じた 40(54.1%) 34(45.9%) 8.08 3.64～17.90 0.000

活動中の恐怖感

まったくなし 45(93.8%) 3(6.3%) 50.9(v=3) 0.000
多少感じた 261(84.5%) 48(15.5%) 2.76 0.082～9.24 n.s .
かなり感じた 131(73.2%) 48(26.8%) 5.50 1.63～18.52 0.006
とても感じた 50(52.6%) 45(47.4%) 13.50 3.92～46.47 0.000

活動中の無力感

まったくなし 169(90.4%) 18(9.6%) 55.1(v=3) 0.000
多少感じた 188(79.3%) 49(20.7%) 2.45 1.37～4.37 0.002
かなり感じた 91(70.0%) 39(30.0%) 4.02 2.18～7.43 0.000
とても感じた 36(49.3%) 37(50.7%) 9.65 4.95～18.83 0.000

遺体捜索の影響

扱っていない 256(83.4%) 51(16.6%) 52.1(v=3) 0.000
堪えなかった 35(94.6%) 2(5.4%) 0.29 0.07～1.23 n.s .

多少・かなり堪えた 166(75.8%) 53(24.2%) 1.60 1.04～2.47 0.03
とても堪えた 28(44.4%) 35(55.6%) 6.28 3.51～11.22 0.000

被爆の不安

まったくなし 115(82.1%) 25(17.9%) 15.0(v=3) 0.002
多少感じた 209(80.4%) 51(19.6%) 1.12 0.66～1.91 n.s .
かなり感じた 79(79.0%) 21(21.0%) 1.22 0.64～2.35 n.s .
とても感じた 85(64.9%) 46(35.1%) 2.49 1.42～4.37 0.001

住民からの非難

なし 351(81.8%) 78(18.2%) 35.4(v=3) 0.000
あまり堪えなかった 28(71.8%) 11(28.2%) 1.77 0.84～3.70 n.s .

かなり堪えた 86(75.4%) 28(24.6%) 1.47 0.90～2.40 n.s .
とても堪えた 21(44.7%) 26(55.3%) 5.57 2.98～10.41 0.000

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）

（参照カテゴリー）



表３ 被災要因のみを説明要因としたロジスティック回帰分析 

 
 

表４ 惨事ストレス要因のみを説明要因としたロジスティック回帰分析 

 

 

  

説明変数 参照カテゴリー
調整した
オッズ比

95%信頼区間 有意確率

死別あり 死別なし 1.57 1.03～2.39 0.036
負傷した 負傷なし 2.45 1.15～5.24 0.020
就業状態が変化した 変化なし 1.60 1.08～2.40 0.020
住宅被害

全壊・流出 被害なし 2.62 1.42～4.82 0.002
半壊・一部損壊 被害なし 2.04 1.16～3.60 0.014

説明変数 参照カテゴリー
調整した
オッズ比

95%信頼区間 有意確率

車両喪失
すべて喪失 喪失なし 2.70 1.47～4.99 0.001
一部喪失 喪失なし 1.29 0.77～2.15 n.s.

活動中の無力感
多少感じた 感じなかった 2.26 1.23～4.15 0.009
かなり感じた 感じなかった 3.08 1.59～5.96 0.001
とても感じた 感じなかった 5.20 2.50～10.80 0.000

遺体を扱った影響
堪えなかった 扱っていない 0.39 0.09～1.75 n.s.
多少堪えた 扱っていない 0.95 0.53～1.71 n.s.
かなり堪えた 扱っていない 1.53 0.86～2.72 n.s.
とても堪えた 扱っていない 3.16 1.64～6.10 0.001

住民からの非難
あまり堪えなかった 受けなかった 2.28 1.02～5.14 0.046

かなり堪えた 受けなかった 1.19 0.70～2.03 n.s.
とても堪えた 受けなかった 3.19 1.54～6.61 0.002



表５ すべての要因を説明変数としたロジスティック回帰分析 

 

説明変数 参照カテゴリー
調整した
オッズ比

95%信頼区間 有意確率

死別あり 死別なし 1.20 0.73～1.97 n.s.
負傷した 負傷なし 2.41 0.96～6.02 n.s.
住宅被害

全壊・流出 被害なし 1.87 0.92～3.80 n.s.
半壊・一部損壊 被害なし 1.69 0.90～3.16 n.s.

就業状態が変化した 変化なし 1.38 0.88～2.16 n.s.
車両喪失

すべて喪失 喪失なし 2.11 1.05～4.23 0.035
一部喪失 喪失なし 1.01 0.59～1.74 n.s.

活動中の無力感
多少感じた 感じなかった 2.45 1.29～4.63 0.006
かなり感じた 感じなかった 3.41 1.71～6.82 0.001
とても感じた 感じなかった 5.18 2.38～11.24 0.000

遺体を扱った影響
堪えなかった 扱っていない 0.36 0.08～1.65 n.s.
多少堪えた 扱っていない 0.91 0.50～1.70 n.s.
かなり堪えた 扱っていない 1.39 0.76～2.55 n.s.
とても堪えた 扱っていない 2.73 1.35～5.54 0.005

住民からの非難
あまり堪えなかった 受けなかった 1.83 0.78～4.32 n.s.

かなり堪えた 受けなかった 1.03 0.59～1.80 n.s.
とても堪えた 受けなかった 3.28 1.53～7.05 0.002
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研究要旨 

本研究では、東日本大震災における被災地の市町自治体、医療機関、社会福祉協議会な

どの職員の縦断的な健康調査、災害復興期の心理支援方法の開発について研究を行った。 

平成 26 年度は、被災地 A 自治体の行政職員と医療職員の健康調査について、平成 25 年

度（n=1068）と平成 26 年度（n=891）に実施した縦断的評価についての解析を行った。平

成 25 年度にストレスの指標である K6 が 13 点以上で精神的ストレスがハイリスクと判断

され者、PHQ-9（こころとからだの質問票）においてうつ病ハイリスクと判断された者、

PCL（PTSD チェックリスト）によって PTSD（心的外傷後ストレス障害）ハイリスクと

判断された者は、それぞれ、平成 25 年が、11%、22%、5%であり、平成 26 年度では 9%、

16%、4%であり全体としてその割合は低下傾向にあった。平成 26 年度に実施した B 自治

体（n=250）の調査では、ハイリスク者は 13%、14%、5%であった。B 自治体では派遣職

員のデータも得られ、友人・家族からのサポートや同僚からのサポート不足が精神症状と

関連していることが明らかとなった。 

また、平成24年度の6自治体社協職員（n=822）と平成25年度の5自治体社協職員（n=779）

における K6、PHQ-9、PCL によるハイリスク者の縦断解析では、平成 24 年度が 8.3%、

13.0%、4.1%、平成 25 年度が 7.9%、13.7%、4.1%であった。また、2 回の調査に回答した

610 名の追跡では、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて、ハイリスク者が入れ替わった

り、慢性的に症状が持続する者がいることが分かった。精神的な不健康については、震災

前からの精神的問題や震災による被害に加えて、職場でのコミュニケーションなど仕事と

関連したストレスが関連していた。 

また、被災地住民の精神的健康を回復させ、精神疾患を予防するためには、支援者が復

興期に実施できる心理的介入方法を開発し普及するとともに、一般市民に対して認知行動

療法に基づく研修プログラムを開発することが有用と考えられる。そこで、本研究では、

災害復興期の心理的支援方法であるサイコロジカル・リカバリー・スキル（Skills for 



Psychological Recovery: SPR）の研修を被災地の支援者向けに実施し、さらに、実際に沿

岸被災地 A 地区において SPR の実施可能性を検証するための介入研究を開始した。介入研

究では、実際に被災地において同意の得られた対象者 8 名に介入を実施、このうち現在ま

で 3 名が介入を終了した。予備的介入を行った 4 名と含めた 7 名の終了者は、いずれも症

状が改善し、また有害事象も認めていない。また、SPR の普及のための支援者のスキル向

上に向け、モデル事例に対する SPR の施行を実演した DVD を作成した。 

一般市民向けの研修会については、これまで 180 名が研修を受講し、前後調査に協力の

得られた 46 名の解析によれば、自己効力感が有意に改善し、また、研修における理解度も

高いことが確認できた。

 

はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災（以下震災）は、わが国に未曾有の被害

をもたらした。大規模災害の後には、被災

地域の住民が精神的な健康に問題を呈する

ことが知られている。特に、今回のような

大規模災害においては、その影響は被災地

域全体に及んでおり、その健康被害の大き

さを計り知ることは難しい。 

大規模災害から地域の人々が復興し、心

の健康を回復していくためには、災害後の

応急期、復旧期、復興期の各時期を通して

公益性の高い仕事に従事する支援者は欠か

せない存在である。こうした職種には、自

治体職員、医療関係者、社会福祉サービス

職員、教員、消防隊員、警察官などが含ま

れるが、こうした人々は支援者という立場

にあるが、一方で被災地において生活する

被災者でもあり、大切な家族、友人、知人、

同僚を失ったり、自宅を失うなどの大きな

被害を受けている者も多い。発災直後から

震災に対応した業務に従事し、長期的にも

復旧、復興に向けた膨大な業務に携わり、

被災により職場環境が大きく悪化している

場合もある。 

大規模災害後の被災地で働く支援者の

精神的健康についての研究は応急期に活動

する職業的支援者である警察官や消防隊員

を対象とした研究はあるが、応急期から復

旧期・復興期にかけて長期間活動するその

他の支援者や働く人々の精神的健康につい

て調べた研究は乏しい。このため、こうし

た人々の精神的健康にどのような影響が生

じるのか、その実態は明らかにされておら

ず、このための対策も確立されていない。

こうした人々のトラウマ関連症状や抑うつ

症状について疫学的な実態調査を行うこと

は、災害後の労働者の健康対策を検討する

上で極めて重要なことだと考えられる。 

また、災害直後の被災地においては、全

国からこころのケアチームを含めた外部の

支援者により応急的な対策が取られ、地域

の精神保健医療を支える体制が構築された。

しかし、中長期的に住民の精神的健康を向

上させ、うつ病を始めとした精神疾患の予

防に向けた対策を行うためには、心理学的

な理論やモデルに基づいた効果的な介入方

法を開発していく必要がある。このために

は、大規模災害後の被災地で実際に役立つ

心理プログラムや介入方法を開発し、これ

を実際に適用し効果を検証していくことが

大切になる。 

本研究は、Ⅰ．被災地の支援者の精神的健



康についての疫学調査、Ⅱ．災害復興期の専

門家が実施する心理支援方法の開発、Ⅲ．

被災地の一般市民向けの認知行動アプロー

チによる介入を実施することで、東日本大

震災における被災者の精神的健康の実態を

明らかにするとともに、大規模災害後の効

果的な介入方法を開発するための研究であ

る。 

 

Ⅰ.被災地における支援者のメンタルヘルス

についての調査と支援方法についての研究 

 

Ａ．研究目的 

大規模災害においては、応急期、復旧期、

復興期のそれぞれの時期に応じて様々な職

種の人々が支援に携わる。このような災害

後の働く人々の精神的健康に着目した研究

としては、主に応急期に職業的救援者とし

て支援を行う警察官や消防士などを対象と

した研究が過去の災害でも行われており、

うつ病や PTSD（心的外傷後ストレス障害）

に相当する症状が長期的に持続することが

報告されている。 

しかし、災害後には応急期だけではなく、

復旧期・復興期を含む長期の支援活動が必

要であり、特に公益性の高い仕事に従事す

る支援者は欠かせない存在である。こうし

た職種には、自治体職員、医療関係者、社

会福祉サービス職員、教員、社会福祉協議

会職員などが含まれるが、その多くは被災

した地元に住む人々であり、被災者として

被災地での生活を続けるなかで、長期の支

援活動を行うことになる。こうした人々の

多くは応急期から支援活動を継続しており、

被災者としてのストレスに加えて、災害後

の支援に関わるストレスが付加されること

が予想されるため、精神的健康に問題を抱

えるリスクが高いと考えられる。 

実際、東日本大震災の発生から３年以上

経つ時期においても、被害が大きかった地

域では、多くの地元の支援者は、様々な支

援活動や復興事業に従事している。自治体

職員においては、精神疾患による休職者が

増加しているという新聞報道もあり、被災

地で働く支援者の精神的健康を保持し、精

神疾患を予防するための対策は目下の課題

である。しかし、こうした地元で働く公益

性が高い仕事に就く支援者の精神的健康に

ついては、これまで十分に研究されてこな

かった。そこで、我々は、東日本大震災被

災地の自治体職員に対して健康調査を実施

し、精神医学的な立場から支援を行うとと

もに、職員の健康の実態を明らかにし、必

要な支援の実施に役立てるための縦断的な

研究調査を計画した。今年度の報告では、

2013 年度と 2014 年度に実施した調査結果

について、各職域における精神的健康に関

わる指標の結果を報告する。 

また、社会福祉協議会（以下、社協）は

地域の社会福祉を支え、復興を担う役割を

もち、職員は、平時には地域に密着し、主

に高齢者や障害者への様々な社会福祉サー

ビスを行っている。また、大規模災害の際

には、行政など様々な関係機関と連携し、

被災者への支援活動のため、災害ボランテ

ィアセンターの設置、仮設の見守りを行う

生活支援相談員の配置等をすすめ、仮設住

宅等で生活する被災者への生活支援・相談

活動に取り組んでいる。地域の復興に向け



て、地域の社会福祉を支える社協職員の果

たす役割は大きいが、大規模災害後の社協

職員のメンタルヘルスについては、これま

で十分に調べられてこなかった。 

今回の震災では、地域全体が広範囲にわ

たり大きな打撃を受けていたため、社協の

職員は自らも被災しながら、社会的な弱者

である高齢者や障害者への支援に加え、被

災者に社会福祉サービスを提供し、支援し

なければならなかった。業務の質や量の変

化等により、肉体的にも精神的にも疲労の

蓄積が大きくなってきているものと予想さ

れた。 

発災から約 20 か月、約 32 か月後の、宮

城県内の各自治体社協職員のメンタルヘル

スの実態と精神的不健康に関わる要因を検

証すること。また、社協職員自ら健康状態

を把握し、セルフケアに努めるよう啓発す

るとともに、集団での傾向を把握し、今後

の対策に役立てることを目的とする。 

本研究は、東北沿岸部被災地域の①自治

体 A の行政職員、医療職員、②自治体 B の

行政職員、②宮城県内市町の社協職員であ

る。 

 

Ｂ．調査方法 

今回報告する①の調査対象は、東北沿岸

部被災 A 自治体の行政職員と医療職員であ

る。調査は 2013 年 9 月と 2014 年 9 月に実

施し、2013 年は 1068 名（回収率 71％）、

2014 年は 891 名（回収率 58%）から回収

された。なお、回答者の中には震災後に雇

用された職員や、他自治体から震災後に派

遣された職員も含まれているため、本研究

では震災発生時から継続して勤務している

職員のみを対象とした。 

調査は自記入式調査票を使用して行われ

た。震災による個人の被災状況、震災後の

職場環境の状況に加え、精神症状の評価と

して以下の 3 症状評価尺度が使用された。

K6（Kessler Psychological Distress Scale） 

全般性精神健康を 6 項目の質問で評価する

尺 度 。 PHQ-9 （ Patient Health 

Questionnaire: こころとからだの質問票）

抑うつ症状の重症度を 9 項目の質問で評価

する尺度（＊ PRIME-MDTM  PHQ-9 の

日本語訳版については村松公美子先生から

許可を得て使用。日本語翻訳権：村松公美

子、宮岡等、上島国利。PRIME-MDTM お

よびPRIME MD TODAYTMはファイザー

社の商標である。）。PCL （PTSD Check 

List:心的外傷後ストレス障害チェックリス

ト）PTSD の重症度を 17 項目の質問により

評価する尺度（＊ PCL の日本語訳版につ

いては鈴木友理子先生から許可を得て使

用。） 

調査票には協力の任意性が明記され、職

場の上司や同僚などに結果が知られること

がないよう、個人により封をされた後に回

収された。調査後の配慮として希望者には

精神科医、臨床心理士、または精神科看護

師が相談を行い、調査票を提出しない場合

でも相談を利用することが可能である旨を

周知した。なお、本調査は、東北大学大学

院医学系研究科倫理委員会の承認を得た上

で行われた。 

②の調査対象は東北沿岸部被災地域の B



自治体職員である。調査は、第１回調査を

2012 年 11 月に実施し、第２回調査を 2014

年 8 月に実施した。本年度は第２回調査を

実施し、408 名を対象として調査表を配布

したところ、397 名から回答を得た（97％）。

本報告書では、本年度実施した第２回調査

について報告する。 

調査項目は、現在の業務の状況や自身の

被災状況、現在の健康状況、職業性ストレ

ス簡易調査表の身体愁訴の項目、精神的な

症状は K6、PHQ-9、PCL を使用した。 

調査票には協力の任意性が明記され、職

場の上司や同僚などに結果が知られること

がないよう、個人により封をされた後に回

収された。調査後の配慮として、希望者に

は精神科医、臨床心理士、または精神科看

護師が相談を行い、調査票を提出しない場

合でも相談を利用することが可能である旨

を周知した。なお、本調査は、東北大学大

学院医学系研究科倫理委員会の承認を得た

上で行われた。 

③の調査対象は、宮城県内の被災地域の

社協職員で、第 1 回目は、6 自治体の社協

職員 1008 名（回答者数 822 名、回答率

81.5%）、第 2 回は、5 自治体の社協職員 870

名（回答者数 779 名、回答率 89.5%）であ

った。 

第 1 回は、平成 24 年 11 月～1 月（発災

から約 20 か月後）に、第 2 回 平成 25 年

11 月～1 月（発災から約 32 か月後）に実

施された。 

調査内容は、基本属性として現在の状況:

現在の業務の状況や自身の被災状況など、

メンタルヘルスに影響しうる要因として現

在の健康状況:現在の体調やストレスの要

因について、その他、精神的な症状は K6、

PHQ-9、PCL を使用した。 

解析方法は、宮城県沿岸部の社協職員に

対し、第 1 回は発災から 20 か月後に、第 2

回は発災から 32 か月後に調査を実施した。

基本属性、メンタルヘルスに影響しうる要

因について質問し、全般性心理的ストレス

（K6）、抑うつ症状（PHQ-9)、 PTSD 症

状（PTSD Check List：PCL)を評価した。

K6≧13 点、PHQ-9≧10 点、PCL≧44 点の者

をハイリスク者とし、集計を行った。個人

の要因、被災による要因、職場の要因の各

要因に対して、ロジスティック回帰分析を

行い、K6、PHQ-9、PCL のハイリスク者

に影響を及ぼしている要因を検討した。各

要因についてそれぞれ単回帰分析を行い、

有意であった要因について多重回帰分析を

行った。 

 第 1 回の調査では、解析対象者 822 名（男

219 名、女 590 名）の平均年齢は 46.8±10.7

歳であった。第 2 回の調査では、解析対象

者 779 名（男 204 名、女 569 名）の平均年

齢は 47.6±10.4 歳であった。この 2 回の調

査において、K6、PHQ-9、PCL ハイリス

ク者の割合に変化は認めなかった。 

この K6、PHQ-9、PCL ハイリスク者に

影響を与えている要因について検討を行っ

た。K6（全般性心理的ストレス）ハイリス

ク者は、自身の健康不安、メンタルヘルス

の治療歴、職場の人間関係、住民からの非

難などの要因と関連していた。PHQ-9（抑

うつ症状）ハイリスク者は自身の健康不安、

メンタルヘルスの治療歴、家計収入の減少、

休養不足、職場の人間関係、仕事のやりが

いのなさなどの要因と関連していた。PCL



（PTSD 症状）ハイリスク者は、メンタル

ヘルスの治療歴、被災による転居、職場の

人間関係などの要因と関連していた。メン

タルヘルスの治療歴、職場の人間関係とい

った要因が共通して精神的不健康に影響を

与えていた。 

調査票には協力の任意性が明記され、職

場の上司や同僚などに結果が知られること

がないよう、個人により封をされた後に回

収された。調査後の配慮として希望者には

精神科医、臨床心理士、または精神科看護

師が相談を行い、調査票を提出しない場合

でも相談を利用することが可能である旨を

周知した。なお、本調査は、東北大学大学

院医学系研究科倫理委員会の承認を得た上

で行われた。 

 

Ｃ．研究結果 

①Ａ自治体の行政職員、医療職員に対する

調査（図 1） 

対象者のうち、震災発生時から災害支援

業務を行っていた職員は、2013 年は 895

名だった。所属が不明な 163 名を除くと、

行政職員は 564 名、医療職員は 168 名だっ

た。男性が 40％で平均年齢は 45歳だった。

2014 年は 767 名で、所属が不明な 28 名を

除いた行政職員が 447 名、医療職員が 292

だった。男性が 36％で平均年齢は 45 歳だ

った。 

全般的精神健康の指標である K6 につい

て、総得点 13 点以上の高いストレスを自覚

している職員の割合を図 1 に示す。2013 年

は全体で 11％であり、行政職員は 12%、医

療職員は 7%だった。2014 年は全体で 9％

であり、行政職員は 10%、医療職員は 8%

だった。 

うつ病のリスクが高い PHQ-9 の総得点

が 10 点以上の職員の割合を図 2 に示す。

2013 年は全体で 22％であり、行政職員は

21%、医療職員は 20%だった。2014 年は全

体で 16％であり、行政職員は 17%、医療職

員は 15%だった。） 

PTSD のリスクが高い PCL の総得点が

44 点以上の職員の割合を図 3 に示す。2013

年は全体で 5%であり、行政職員は 6%、医

療職員は 2%だった。2014 年は全体で 4％

であり、行政職員は 5%、医療職員は 3%だ

った。 

 

②Ｂ自治体の行政職員に対する調査（図４） 

 調査対象者は、男性 250 名（61％）、平

均年齢は 45.3 歳であった。家族に死者行方

不明者がいる者は 13％、被災による転居は

35％、死の恐怖を感じる体験をした者は

57%であった。休養不足を感じている者は

38%であった。 

 精神的な問題（K6：有効回答数＝389 名）

について、総得点 10 点以上の高いストレス

を自覚している職員の割合は 13％であっ

た。うつ病のリスクが高い（PHQ-9：有効

回答数＝381）が 10 点以上は、14％であっ

た。また、PTSD のリスクが高い（PCL：

有効回答数＝371）が 44 点以上の者は、5％

であった。 

 精神的不健康のリスクに関わる要因を明

らかにするため、正規職員と派遣職員に分

け、PTSD 症状、精神的な問題の程度、う

つ症状の程度のハイリスクに関連する要因

を、カイ二乗検定を用いて検討した。その

結果、正規職員においては、各症状の悪さ



と「家族・友人からのサポートが少ないこ

と」、「震災後の言動・行動に関して自責感

があること」、「仕事が忙しく休養が十分に

取れないこと」、「住民からの非難を受け、

精神的に辛い思いをしていること」、「仕事

上の関係者から非難を受け、精神的に辛い

思いをしていること」が関連していた。 

PTSD 症状の程度（PCL）特有の要因と

しては、「震災前から治療している身体の病

気があること」、「震災後の転居の状況」、「震

災により、家族に死者・行方不明者がいる

こと」と PTSD 症状の悪さとの間に関連が

みられた。 

 抑うつ症状の程度（PHQ-9）特有の要因

としては、「居住する地域の人達は信頼し合

っていないと感じること」が挙げられた。 

 また、精神的な問題の程度（K6）、抑う

つ症状の程度（PHQ-9）については、「上司

からのサポートが少ないこと」、「同僚から

のサポートが少ないこと」が症状の悪さと

関連していた。 

 派遣職員においては、精神的な問題の程

度（K6）と、「友人・家族からのサポート

が少ないこと」、「仕事が忙しく休養が十分

に取れないこと」、「仕事上の関係者から非

難を受け、精神的に辛い思いをしているこ

と」、「同僚からのサポートが少ないこと」、

「職務内容がイメージしていたものと違っ

たこと」が精神的な問題の程度の悪さとの

間に関連がみられた。 

 抑うつ症状の程度（PHQ-9）については、

「赴任前、自身の健康のことが心配だった

こと」と症状の悪さとの間に関連がみられ

た。 

現在の健康状態について、職員が「健康

に不安を感じる」ことが「しばしばある」、

「いつもある」と回答した者は、B 自治体

全体で約 18％であったが、正規職員では約

23％とその割合は派遣職員よりも約 16％

多かった。自由記載からは、メンタルヘル

スに関連したものでは、精神科系の訴えと

して、不安感がある、集中できない、不眠・

睡眠不足の訴えとして、なかなか寝付けな

い、居眠り運転をしたがあった。業務の忙

しさに関係したものは、疲労感として、疲

れが取れない、疲れているがあった。不眠・

睡眠不足や眼科系の訴えとして、自動車の

運転に支障が出ているという記載が見られ

た。 

 

③社会福祉協議会職員に対する調査 

第 1 回の調査では、解析対象者 822 名（男

219 名、女 590 名）の平均年齢は 46.8±10.7

歳であった。第 2 回の調査では、解析対象

者 779 名（男 204 名、女 569 名）の平均年

齢は 47.6±10.4歳であった。（表 1.） 

K6 のハイリスク者は、第 1 回の調査にお

いて 8.3%、第 2 回の調査において 7.9%で

あった。PHQ-9 のハイリスク者は、第 1 回

の調査において 13.0%、第 2 回の調査にお

いて 13.7%であった。PCL のハイリスク者

は、第 1 回の調査において 4.1%、第 2 回の

調査において 4.1%であった。この 2 回の調

査において、K6、PHQ-9、PCL ハイリス

ク者の割合にほぼ変化は認めなかった。（図

５） 

また、第 1 回と第 2 回の調査の両方の調

査で回答の得られた者 610 名（男性 158 名、

女性 452 名、平均年齢 48.0±10.1 歳）につ

いて縦断で解析した。図 5.に示すようにう

つ病症状、PTSD 症状のハイリスク者には



入れ替わりがあった。抑うつ症状、PTSD

症状ハイリスク者、どちらも平成 24 年度

（20 ヶ月後）でハイリスクだったものの約

半数が、平成 25 年度（32 ヶ月後）もハイ

リスクのままとなっている。また 20 ヶ月後

（平成 24 年度）にローリスクだったものも、

32 ヶ月後（平成 25 年度）にハイリスクと

なるものがあった。精神症状が慢性化する

もの、遅発性に悪化するものが存在してい

た。 

K6、PHQ-9、PCL ハイリスク者に関連

する要因について、第 1 回調査、第 2 回調

査のそれぞれにおいて横断で検討を行った。

第 1 回の調査における精神症状のハイリス

ク者に関連する要因について表 2.に示し、

第 2 回の調査における精神症状のハイリス

ク者に関連する要因について表 3.に示す。 

第 1 回の調査では、K6（全般性心理的ス

トレス）ハイリスク者は、「職場の人間関係

に苦労している」が最も高いオッズ比を示

し、次いで「震災前からのメンタルヘルス

の治療歴」が高いオッズ比を示して関連し

ていた。その他、「震災により家族に死者行

方不明者がいる」、「住民からの非難で辛い

思いをした」等の要因と関連していた。 

PHQ-9（抑うつ症状）ハイリスク者は、

「震災前からのメンタルヘルスの治療歴」

が最も高いオッズ比を示し、次いで「職場

の人間関係に苦労している」が高いオッズ

比を示して関連していた。その他、「休養が

とれていない」「家計の収入が減った」等の

要因と関連していた。 

PCL（PTSD 症状）ハイリスク者は、「休

養がとれていない」が最も高いオッズ比を

示し、次いで「震災前からのメンタルヘル

スの治療歴」が高いオッズ比を示して関連

していた。その他、「住民からの非難で辛い

思いをした」等の要因と関連していた。 

第 2 回の調査では、K6（全般性心理的ス

トレス）ハイリスク者は、「職場でのコミュ

ニケーションがとれていない」が最も高い

オッズ比を示し、次いで「見通しが立たな

い仕事が多いと感じる」が高いオッズ比を

示して関連していた。その他、「震災当時の

自分の言動を責める気持ちがある」、「近所

の人たちと信頼し合うことができていない」

等の要因と関連していた。 

PHQ-9（抑うつ症状）ハイリスク者は、

「見通しが立たない仕事が多いと感じる」

が最も高いオッズ比を示し、次いで「震災

前からのメンタルヘルスの治療歴」が高い

オッズ比を示して関連していた。その他、

「職場でのコミュニケーションがとれてい

ない」「休養がとれていない」「独居世帯」

「年齢」等の要因と関連していた。 

PCL（PTSD 症状）ハイリスク者は、「職

場でのコミュニケーションがとれていない」

が最も高いオッズ比を示し、次いで「震災

当時の自分の言動を責める気持ちがある」

が高いオッズ比を示して関連していた。そ

の他、「自宅が全壊・大規模半壊」等の要因

と関連していた。 

第 1 回調査、第 2 回調査のいずれにおい

ても、職種は精神症状に関連していなかっ

た。 

 

Ｄ．考察 

 ①の調査により、震災から 3 年以上が経

過した後も、被災地自治体職員のうつ病や

PTSD のリスクが高い状態で推移している

ことが明らかとなった。過去の大規模災害



における調査でも、災害支援者が業務上経

験した災害ストレスの影響は長期間持続す

ることが明らかとなっている。今回の結果

はそうした研究に一致した結果となった。 

 PTSD と比較して、うつ病のリスクを抱

えた職員がより多いことが明らかとなった。

被災地の自治体では、震災前からの従来業

務に加えて、膨大な復興業務をこなす状況

が続いている。業務上の負担が高い状態が

持続しており、こうした仕事量の増大が抑

うつ症状と関連している可能性が考えられ

る。 

PTSD のリスクが高い職員は徐々に減少

しているが、日本人の平均（0.5%）よりは

高い状態が持続していた。本調査結果の対

象者は自ら被災している場合が多く、被災

者としてのストレスに加えて、災害後の支

援に関わるストレスが付加されることが予

想されるため、災害ストレスによる精神的

問題を抱えるリスクが高い状態が持続して

いる可能性が考えられる。 

今後はどのような要因をもつ職員が長

期的に精神健康の悪化を抱えやすいのかを

明らかにすることが重要である。このため、

どのような要因が影響を及ぼしているか検

討するとともに、縦断的解析行いより詳細

に精神健康のハイリスクに関わる要因を明

らかにしていく予定である。 

②の調査からは、長期に渡り、ストレス

のかかる状況下で仕事をしていくにあたり、

継続的な対策、支援が必要であると考えら

れる。 

職場全体における精神的な健康の対策と

して、世帯人数が少ない、居住する地域の

人達が信頼しあっていないなど、家族や友

人からのサポートが得られにくい人に対し

て注意が必要であるといえる。また、休養

が十分に取れるよう、可能な限り業務過多

にならない業務配分が必要であると考えら

れる。さらに、災害後の言動・行動に関す

る自責感を持つことが精神的な健康に影響

することから、当時を振り返ったりする場

面等では、肯定的な意味づけをし合うなど

の配慮が必要かもしれない。 

今後は縦断データについての更なる解析

を行っていく計画である。その上で、どの

ような因子が被災地で働く支援者の中長期

的な精神的健康に影響を与えるのかをより

詳細に明らかにしていく。 

③の調査により、継続的に被災者の身近

で働いている社協職員の多くは精神健康を

維持しながら働いているが、平時より高い

割合で一部には何らかの精神的不健康を抱

えながら支援を続けている実態が明らかと

なった。20 か月後と 32 か月後で精神症状

のハイリスク者の割合に変化はなく、その

入れ替わりをみると、慢性的に精神症状が

持続している者、遅発性に精神症状が悪化

する者が存在していた。 

要因を検討すると、全体的には震災その

ものの影響は次第に薄れているものの、震

災により家族を失う、家や財産を失うなど

の被害の大きかった職員には長期的に精神

健康に注意が必要であると考える。また、

震災後の職場の人間関係や、地域とのつな

がりも持続的に精神健康に影響を与えてお

り、職場のコミュニケーションを改善する、

地域とのつながりを深めるなどコミュニテ

ィの重要性が示唆された。 

社協職員は発災直後から今日に至るまで、



自らも被災しながら地域の社会福祉を支え

てきた。地域の復興、再生には地元で働く

社協職員のような社会福祉に携わる労働者

の果たす役割は大きい。今後、被災地での

復興住宅への移行が進んでいく。その中で、

住民の孤立、新たなコミュニティーの形成、

少子高齢化などの問題が出てくることが予

想される。社協職員、地域が一体となり、

地域全体でお互いに支え合い、こころのケ

アに取り組む必要があると考える。 

 

Ⅱ.災害復興期の被災者に役立つ心理支援方

法サイコロジカル・リカバリー・スキル

（Skills for Psychological Recovery: SPR）

の普及と日本における実施可能性について

の研究 

 

Ⅱ-1. SRP の我が国における実施可能性につ

いての研究 

Ａ．研究目的 

東日本大震災により宮城県は沿岸部を

中心に甚大な被害を受け、被災者は肉体的、

精神的な重圧を経験している。このため、

被災者の心のケアは年単位の長期間必要と

考えられている。過去の研究によると、大

規模災害後の被災地域住民には PTSD やう

つ病などの精神疾患に加えて、精神疾患に

は至らない亜症候性の精神的問題が増加す

ることが知られている。そのような精神疾

患を予防したり、亜症候性の精神的問題に

適切な支援を行うためには、精神的不健康

を自覚する亜症候性の精神的問題に対する

心理的支援が重要だと考えられる。 

災害後の心理的支援方法は、これまで災害

直後から急性期にかけて行われるものやト

ラウマに焦点を当てた方法を中心に研究や

開発が行われてきた。しかし、災害直後か

ら急性期での心理支援の効果は非特異的な

介入を上回るものではなかった。また、回

復・復興期の支援方法として、いくつかの

心理的支援方法が役に立つことは知られて

いるが、複数の心理的支援方法を組み合わ

せて幅広い被災者に役立つ実践的な心理支

援方法はこれまで開発されてこなかった。  

サイコロジカル・リカバリー・スキル（Skills 

for Psychological Recovery：SPR）は、災

害回復復興期に多くの被災者が経験しうる

様々な精神的問題に広く適用できる実践的

な心理支援方法として、アメリカ国立

PTSD センターと、アメリカ国立子どもト

ラウマティックストレス・ネットワークが

開発し、2010 年に公開され、2011 年 6 月

に兵庫県こころのケアセンター研究班によ

って日本語版が作成された最新の心理支援

技法である。 

本研究の目的は、東日本大震災の被災者を

対象とし、災害回復期に推奨されている最

新の心理的支援法である、サイコロジカ

ル ・ リ カ バ リ ー ・ ス キ ル (Skills for 

Psychological Recovery：SPR）を用いて介

入を行い、同プログラムの我が国の被災地

における実施可能性を検証することである。 

 

Ｂ．研究方法 

【対象者】 

 対象者は宮城県被災地 A 地区に居住もし

くは就労している者で、精神的不健康を自

覚する 18 歳以上の者で、精神医療機関で治

療を受けている者や重篤な精神症状がある

者は除外することとした。また、日本語を



母国語とし、本研究の目的、内容を理解し、

本人から必要な研究参加の同意を文書で得

られた者とする。 

 

【研究計画】 

A 地区の自治体と覚書を取り交わし、共

催で住民に「災害後のストレス回復プログ

ラム」の参加者を公募する。 

支援を行う精神医療保健従事者（看護師、

保健師、心理士、医師等）は、すべて兵庫

県こころのケアセンターの SPR トレーナ

ーによる研修を受講しており、同トレーナ

ーと東北大学病院精神科の精神科医の SV

のもとに SPR を実施する。 

選択基準を満たす参加者に対して、研究

の主旨を説明し書面で同意を取得した後に

介入前評価を行う。介入者は参加者に対し

て訪問による 1回 60分程度の面接を 1週間

から 2 週間に 1 回程度の頻度で計 5 回程度

実施する。介入終了後に介入後評価と 2 ヶ

月後のフォローアップ評価を実施する。 

 

【評価項目】 

プライマリ・エンドポイントは GHQ 精

神健康調査票（GHQ-30）の総合得点であ

る。セカンダリ・エンドポイントは QOL

（SF-8）、心的外傷後ストレス症状（IES-R）、

レジリエンス（TRS）、自己効力感（SE）、

プログラムへの満足度（CSQ-8J）とする。

また、プログラム及び各スキルの感想とそ

の後の活用について質的内容分析により評

価する。 

 

【目標対象者数】15 例 

 

【倫理的配慮】 

本研究は、介入地区である A 地区を管轄

する自治体の指導を受け、適切な連携の元

に実施する。 

介入者は、毎回の面接において、対象者の

全体的な精神状態（自殺念慮含む）を評価

する。また、本研究に関する重篤な有害事

象及び不具合等の発生を知った時は、A 地

区担当課との協力の下に必要な対処や支援、

医療機関を含めた関連機関への紹介を含め

て、最善を尽くすこととした。本研究の実

施については、東北大学大学院医学系研究

科倫理委員会の承認を得て実施している。 

 

Ｃ．研究結果 

平成 25 年 7 月より、参加者の公募を開

始した。平成 26 年 12 月時点で、申込み者

は 23 名に達した。このうち、適応外 3 名、

介入前のキャンセル7名、延期1例があり、

残りの 12 名に介入を開始した。このうち 4

名は、事前介入例であり、研究対象介入例

は 8 件である。事前介入例を含めた 12 名に

ついては、現段階までに有害事象は認めら

れていない。 

介入を開始した 12 名のうち、現在まで

に 7 名がセッションを終了した。予備的な

解析として終了した 7 件の介入前後の評価

を検討したところ、プライマリ・エンドポ

イントである GHQ 精神健康調査票

（GHQ-30）の総合得点は、いずれも介入

前より介入後の方が低下していた（図７）。 

 

Ｄ．考察 

 本研究はまだ目標症例数に達していない。

このため、今回の報告を行う時点ではプロ

グラムの実施可能性を検証する段階には至

っていない。しかし、介入を開始した 12 件



において現段階では有害事象を認めておら

ず、また予備解析の結果では介入が終了し

た 7 件に関しては GHQ-30 の数値も介入前

後で比較すると下がっている。このため、

現時点では、SPR が我が国においても安全

かつ効果的なプログラムである可能性が示

唆されている。 

 今後は症例対象数を増やし、目標対象者

数に到達した時点で、各エンドポイントの

推移を分析し、プログラムの実施可能性を

検証していく予定である。 

 

Ⅱ-2 SRP の普及に向けた心のケア従事者

向けのトレーニング研修についての研究 

Ａ．研究目的 

サイコロジカル・リカバリー・スキル

（Skills for Psychological Recovery : SPR）

は、2010 年にアメリカ国立 PTSD センター

とアメリカ国立子どもトラウマティックス

トレス・ネットワークが開発した、災害復

興期の心理的支援方法である。2011 年 6 月

に兵庫県こころのケアセンター研究班が翻

訳して日本語版を作成し公表した。災害の

復興回復期に特化した支援プログラムであ

る SPR は、これまでにいくつかの海外の災

害後に用いられているが、わが国では本格

的に適用されていない。 

東日本大震災の被災地において実際に

支援に関わっている精神保健医療の専門家

が SPR のトレーニングを受け、これを実際

の被災者に適用することは、被災地におけ

るメンタルヘルス対策として実践的な意義

がある。しかし、心理的支援においては必

要な専門スキルの研修が必要であるが、そ

の研修方法は十分には確立していない。 

本研究は、復興回復期に推奨されている

最新の心理的支援法である SPR を、被災地

の心のケアに従事している専門家にトレー

ニングし、アンケートと質的調査を行うこ

とで、SPR の研修の意義と問題を明らかに

し、SRP の日本での適用の可能性と課題を

明らかにすることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

【SPR 研修会の実施】 

被災地の心のケアに従事している専門

家を対象に、以下の日程で SPR 研修会を開

催した。講師は、SPR トレーナー資格取得

者である、兵庫県こころのケアセンターの

大澤智子氏（臨床心理士）に依頼した。そ

の上で、基本研修として、SPR についての

講義やワークショップによる研修を 2 日間

の日程で行った。平成 25 年度までに 4 回実

施済であり、今年度は第 5 回目として平成

26 年 6 月 18 日・19 日に仙台で実施した。

また．フォローアップ研修として、基本研

修に参加した者の中で希望者を対象に、

SPR 活用事例についての事例検討を実施し

た。この研修は平成 25 年度までに 3 回実施

済であり、今年度は第 4 回として平成 26

年 10 月 2 日に仙台で実施した。 

今年度は、平成 26 年度に実施した、第 5

回目の基本研修と、第 4 回目のフォローア

ップ研修について報告する。 

 

【調査方法】 

基本研修の前後およびフォローアップ

研修後に、研修の内容と SPR についてのア

ンケート調査を無記名で実施した。なお、

データは基本研修時からフォローアップ研

修まで追跡できるよう ID 化し連結可能匿



名化した。 

基本研修後、研修参加者が各自のフィー

ルドで被災者に SPR を用いて支援を行っ

た場合、スキル実施ログに記録してフォロ

ーアップ研修時に提出するよう依頼した。

スキル実施ログの内容は、支援で用いた技

法、支援時間、支援回数、支援の内容や問

題点とした。 

フォローアップ研修会時には、グルー

プ・ディスカッションを行い、SPR 活用に

あたっての実現可能性や問題点を検討し、

その内容を議事録で記録した。 

 

【調査内容】 

１．アンケート調査（無記名） 

研修前（基本研修時）：基本属性、普段

活用している理論、トラウマ支援の経験、

心理支援法についての考え 

研修後（基本研修時およびフォローアッ

プ研修時）：研修プログラムの全体的評価、

SPR に関する興味関心・難易度・仕事との

関連性・活用する意欲・自信、SPR の各ス

キルの有用性、感想（自由記載） 

 

２．グループ・ディスカッション 

（1） 自分の活動の中で SPR が役に立ちそ

うだと思う場面 

（2）今までに実際に SPR を試してみた（試

そうと思った）ことがあるか 

（3）自分の活動の中で SPR を活用する上

で難しい点・工夫点・課題 

（4）どのような研修体制やスーパービジョ

ン（SV）体制があれば SPR を活用しやす

くなると思うか 

 

【倫理的配慮】 

研修の参加と研究への同意は区別し、研

究への参加は自由意志のもとに同意を得た

者のみに行った。なお、本研究の実施着い

ては、東北大学大学院医学系研究科倫理委

員会の承認を得ている。 

 

Ｃ．研究結果 

【対象者】 

研修会の受講者数（カッコ内は研修の全

過程を修了した修了者数）を報告する。第

5 回基本研修には 52 名（50 名）参加があ

り、第 4 回フォローアップ研修には 19 名の

参加があった。 

以上の参加者のうち、研究に同意を得ら

れた者を研究対象者とした。基本研修のア

ンケート調査では有効回答数 47（回収率

90.4％）、フォローアップ研修でのアンケー

ト調査では有効回答数 18（94.7％）であっ

た。 

基本研修時アンケートの対象者の基本

属性は、男性：女性＝12：35、年代は 20

代17％、30代20％、40代41％、50代13％、

60 代 7％であった。職業は心理士 24％、精

神保健福祉士2％、保健師21％、看護師18％、

19、精神科医 4％、その他 30％であった。

災害・トラウマ支援の経験は、「全くない」

4％、「少しある」26％、「ある程度ある」32％、

「かなりある」7％であった。 

 

【アンケート結果】図１ 

 基本研修後のアンケート結果は、「現在の

仕事と関連していると思うか」という質問

に対しては「強くそう思う」、「少しそう思

う」と答えた者が約 95％いた。また、「自

身の仕事の実践の中で試してみる意欲があ

るか」という質問に対しては「強くそう思



う」、「少しそう思う」と答えた者が約 90％

であるのに対し、「SPR を使える自信はあ

るか」という質問に対しては「強くそう思

う」、「少しそう思う」が約 45％と低かった。

災害後の支援・トラウマを抱えた人への支

援経験があると答えた者は、SPR を活用す

る自信が有意に高いことが示された。 

 

【グループ・ディスカッションの結果】 

 （1）自分の活動の中で SPR が役に立ち

そうだと思う場面に対しては、「相談業務」、

「被災地に限定している訳ではなく、他の

場でも使えそう」、「健康な人対象の健康診

断の面接に使えそう」という声が寄せられ

た。また、「精神疾患があっても地域で、回

復期の人に使えそう」という声も挙がった。

（2）今までに実際に SPR を試してみた（試

そうと思った）ことがあるかに対しては、

構造化したセッションでの活用は少なかっ

たが、「（各スキルを）エッセンス的に活用

している」という声が多かった。「テキスト

のコピーを渡したり、資料として配付した

りしている」という声もあった。（3）自分

の活動の中で SPR を活用する上で難しい

点・工夫点・課題に対しては、「最初からス

キルを提案するのもシステマティックすぎ

る気がして導入しづらい」、「健康度が高い

と不要だし、引いと合わないので、対象者

の選定が難しい」、「長期間関わっている人

に対しては、導入するタイミングが難しい」、

「傾聴のスタンスで被災者の話を聴くこと

に慣れているので、その関係性をどう変え

ていけば良いかが難しい」等の意見が出た。

（4）どのような研修体制や SV 体制があれ

ば SPR を活用しやすくなると思うかに対

しては、「模擬面接」、「ロールプレイ」、「タ

イムリーな SV」、「職場単位でのグループ

SV」という要望があがった。 

 

Ｄ．考察 

 これらの結果から、SPR の研修には一定

の意義があるが、SPR の基本研修と 1 回の

フォローアップ研修だけでは限界があり、

グループ・ディスカッションの意見にも挙

がった通り、事例検討の繰り返しと SV 体

制を整える必要があることが明らかになっ

た。 

 また、SPR の日本での適用の可能性と課

題としては、いろいろな支援場面に活用で

きる可能性が意見として挙げられた。一方、

構造化されているマニュアルを、いかに自

分のフィールドでフレキシブルに応用でき

るかといったことや、SPR 適用例を選定す

ることに難しさを感じていることが明らか

になった。 

 以上のことから、基本研修、フォローア

ップ研修だけではなく、スカイプを用いた

定期的なケース検討を企画し、被災地で

SPR を活用した事例に対する SV や、職場

単位での SV が必要であると考えられる。

また、支援方法として広く普及啓発してい

くためには、モデリング機能が必要だと考

えられる。そのため、SPR 活用場面につい

てのデモンストレーション DVD 等が有効

ではないかと考えられた。 
 

Ⅱ-3 SRP の普及および、支援者のスキル

向上に向けた DVD 制作 

Ａ．研究目的 

これまで 3 年間に渡り、東日本大震災の

被災地において実際に支援に関わっている

精神保健医療の専門家に対し、サイコロジ



カル・リカバリー・スキル（Skills for 

Psychological Recovery : SPR）のトレーニ

ングを実施してきた。基本研修は、2012 年

6 月～2014 年 7 月の間に、被災地において

計5回の2～3日間のワークショップが開催

され、のべ 151 名が参加した。その後の希

望者を対象としたフォローアップ研修は、

2012 年 11 月～2014 年 10 月の間に、被災

地において計 4 回のワークショップが開催

され、のべ 56 名が参加した。 

その結果、参加者の研修に対する満足度

や SPR のプログラムに対する関心は高か

ったが、SPR の活用に対する自身は低いこ

とが明らかとなった。また、参加者は SPR

をアウトリーチ活動や訪問など、様々な場

面で活用可能であると感想を寄せていたが、

実際の場面で SPR を使うためには、面接技

術に関する課題があることが示された。ま

た、参加者は、モデリングやロールプレイ、

事例検討、スーパーヴィジョンを求めてい

ることも明らかとなった。 

これらのことから、支援方法として広く

普及啓発していくためには、モデリング機

能を補うツールの作成が課題の一つである

と考えられた。 

本研究では、復興回復期に推奨されてい

る最新の心理支援法である、SPR を実施す

る支援者のスキルを向上するためのモデリ

ングツールである DVD の制作を行うこと

を目的とする。 

 

【DVD の活用と期待される効果】 

 日本における SPR 研修会において、参加

者に補助教材として提供し、活用してもら

うこととした。これから SPR を学ぶ者に対

しての教育効果を向上させると共に、すで

に SPR を学んだ者に対してはブラッシュ

アップ効果が期待できると考えられる。ま

た、大規模な SPR 効果の検証研究を可能に

すると共に、災害復興期における心理的支

援の促進につながると考えられる。 

 

Ｂ．研究方法 

【DVD の概要】 

DVD の概要について、東北大学予防精神

医学寄附講座と兵庫県こころのケアセンタ

ーで話し合い、以下のようにした。 

・DVD は SPR の実用性を高めるために、

SPR の各スキルのデモンストレーション

（ロールプレイ）を中心に構成することと

した。 

・架空事例の場面は、保健師や PSW、心理

士などがアウトリーチや訪問をする際に役

立てるよう、サポートセンターのスタッフ

が仮設住宅を訪問する場面とした。 

 

【DVD の構成】 

 再生時間は 90~120 分程度で、チャプタ

ー形式にして、見たい部分から見ることが

できるようにした。各章立ては以下の通り

とした。 

①SPR および DVD の構成について 

②情報を集め、支援の優先順位を決める 

③ポジティブな活動をする 

④心身の反応に対処する 

⑤役に立つ考え方をする 

⑥周囲の人とよい関係をつくる 



⑦継続面接 

⑧制作協力等 

 

【架空事例の内容】 

 DVD の架空事例の内容については、全て

のスキルを用いることができるような事例

となるよう、工夫した。また、被災地で勤

務している気仙沼市の鈴木由佳里保健師と

共に検討をおこなった。 

 

【DVD の監修】 

SPR トレーナー資格取得者である、兵庫県

こころのケアセンターの大澤智子氏（臨床

心理士）および SPR の開発者である米国の

The National Center for Child Traumatic 

Stress の Melissa Brymer 氏から指導をい

ただいた。 

 

Ｃ．研究結果 

 平成 26 年 10 月 14 日、15 日、および 11

月 19 日に宮城県名取市の協力を得て、応急

仮設住宅の空き部屋を撮影場所としてお借

りし、DVD の撮影を行った。12 月 2，3 日

に Melissa Brymer 氏が来日した際、兵庫

県こころのケアセンターの大澤智子氏と共

に DVD の仮編集版を視聴会を行い、両者

よりスーパーヴィジョンを受けた。現在、

これらの指導を受けて修正・編集作業中で

ある。 

 DVD が完成した際は、現在までの SPR

研修参加者に教材として配布する予定であ

る。 

 

Ｄ．考察 

 本研究では、これまでの SPR トレーニン

グ研修の結果、感想を基に、補助教材とし

て DVD の制作を行っている。SPR に対す

る興味関心は高いものの、実践するための

自信が低いことが実用性への課題の一つで

あると考えられた。 

 本 DVD は、SPR 研修を受講した者に対

して配布する予定であり、更なる学習に役

立ててもらう予定である。今後、DVD を用

いての学習の効果の検討を行うことが有用

であると考えられる。 

 

Ⅲ .認知行動療法の普及、啓発を目的とした

東日本大震災被災地における一般市民及び

支援者向けこころのエクササイズ研修につ

いての研究 

 

Ⅲ -１.こころのエクササイズ研修の実施と

その前後調査 

 

Ａ．研究目的 

東日本大震災により宮城県は沿岸部を中心

に甚大な被害を受け、被災者の心のケアは

年単位の長期にわたって必要とされている。 

大規模災害後には、重度の精神疾患より

は、むしろ軽度の精神疾患や精神的不健康

を来すことが多いと考えられている。東日

本大震災においても、被災地に住む人々に

は、外傷体験や喪失体験に加えて、家庭的、

経済的、職業的に様々なストレスが持続的

にかかっている。しかし、この問題にアプ

ローチするためには、医療機関での治療で

はなく、精神的な健康増進や予防的な観点

から、一般市民に働きかけることが大切だ



と考えられる。 

認知行動療法は認知・行動の両面からの

働きかけによりセルフコントロール力を高

め、社会生活上の様々な問題の改善、課題

の解決をはかる心理療法である。認知行動

療法はうつ病、不安障害など様々な精神疾

患に適応があり、その有効性が報告されて

おり、精神心疾患に対する治療法としてだ

けではなく、疾患にまで至らない抑うつ症

状に効果を示したり、精神疾患の予防にも

効果があることが示されており、医療現場

以外の領域にも広く応用されている。 

日本では他の先進国と比べ、認知行動療

法の普及が遅れており、これを広く社会に

普及し、被災地のメンタルヘルスケアに役

立てていくためには、効果的な研修方法を

確立していく必要がある。 

そこで、我々は、認知行動的アプローチ

を一般の被災者が学び、今後の生活に役立

てることが有用ではないかと考え、一般市

民向けの研修会「こころのエクササイズ研

修」を宮城県内の被災地で実施し、質的調

査を行うこととした。 

本研修のプログラムは、認知行動療法セ

ンターで開発された全 6 回からなるコース

で、認知行動療法の基本、活動記録表、行

動活性化、コミュニケーションスキル向上、

アサーション、認知再構成法、問題解決技

法などを、市民向けに分かりやすく解説し、

演習を交えながら実施するものである。 

認知行動療法の基本的な考え方やスキル

を伝え、日常生活の中でのストレスケアに

ついて学んでもらうための「こころのエク

ササイズ研修会」を被災地の一般市民及び

支援者を対象に実施する。 

本研修のプログラムについてアンケート

と質問票により質的調査を行い、研修の意

義と問題を明らかにする。そして、今後の

認知行動療法の普及、啓発の可能性と課題

を明らかにすることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

＜対象＞ 

宮城県内被災地域の一般市民及び支援者 

＜実施時期＞ 

今年度は第 5 回として以下の日程研修を行

った。 ①平成 26 年 5 月 14 日 ②平成 26

年 5 月 21 日 ③平成 26 年 5 月 28 日 ④

平成 26 年 6 月 4 日 ⑤平成 26 年 6 月 11

日 ⑥平成 26 年 6 月 18 日 

 

＜研修の講師、ファシリテーター＞ 

・講師 

主に分担研究者である東北大学大学院医

学系研究科 上田一気が担当した。 

・ファシリテーター 

 主に精神科医療保健従事者（医師、看護

師、心理士）である、東北大学大学院医学

系研究科予防精神医学寄附講座のスタッフ

が担当した。 

＜研修プログラム＞ 

一般市民向けの認知行動療法研修につい

て経験のある国立精神・神経医療研究セン

ター認知行動療法センターの協力を得て、

研修プログラムを作成した。本プログラム

は全 6 回からなり、6 回の構成は下記の通

りである。1 回のプログラムは 1 時間 30 分

の内容である。 

① 認知行動療法の基礎を学ぼう 

「こころのクセテスト」や「よいところ

探し」などの演習を行い、認知行動療法

の基礎を学んでもらう。 



②  “やる気”が先か“行動”が先か？～楽し

める活動を増やすコツ～ 

行動活性化について学んでもらう。気持

ちが落ち込んだり不安になった時に、自

分がどのような行動パターンを取りや

すいのかを分析してもらう。 

③ コミュニケーションスキルアップ 

アサーションについて学んでもらう。家

族や友人など身近な人たちの話がきち

んと聴けているか、上手な話の聴き方に

ついて学んでもらう。 

④ 自分の気持ちや考えをうまく伝えるコ

ツ 

アサーションについて学んでもらう。自

分の気持ちや考えがうまく伝える方法

のコツを学び、演習してもらう。 

⑤ 目からウロコ！発想転換のコツ 

認知再構成法について学んでもらう。抑

うつ、不安となると、ネガティブな思考

にとらわれてしまう傾向がある。考え方

のバランスを取りこころを軽くする方

法を学んでもらう。 

⑥ 岩も砕けば持ち上がる？！～問題を上

手に解決するコツ～ 
問題解決技法について学んでもらう。現

実的な困難な問題にあたるとき、何から

手を付けてよいか分からなくなること

がある。問題を絞り込んで具体的に解決

法を検討していく方法を試してもらう。 
＜調査内容＞ 

・プログラム各回終了後のアンケート 

研修の内容について、 

①難易度 ②時間配分 ③参加人数 ④

配付資料 ⑤学んだことを生活に活かせる

か ⑥他人に勧めたいか ⑦自由記述 

以上 7 項目の回答を求めた。 

・全プログラムの前後の調査票 

参加者の属性、研修の理解度を測るため

の質問、自己効力感を測るための尺度とし

て Self-Efficacy Scale(SES)を調査した。 

なお、本研究の実施については、東北大

学大学院医学系研究科倫理委員会の承認を

得ている。 

 

Ｃ．結果 

これまでに、岩沼市、仙台市、石巻市に

て、第1回から第5回まで研修を実施した。 

第 1 回の岩沼市での研修は試験的な研

修・調査として、岩沼市の関係機関の保健

師などの支援者を対象に研修を実施した。 

その後、第 2 回から第 5 回までは一般市

民を対象に研修を実施した。 

参加者の総数は 180 名であり、男性 19

名（10.6％）、女性 161 名（89.4％）であっ

た。平均年齢は 45.5±14.3歳（range：22-91

歳）であった。各研修会の詳細を表 4.に示

した。 

全 6 回のうち 5 回以上出席し、研修前後

の調査票の回答が得られた 46 名（男性 2

名、女性 44 名、平均年齢 47.8±13.7歳）に

ついて、特性的自己効力感尺度（SES）、研

修の理解度を測るための質問について、研

修前後の変化を検討した。 

特性的自己効力感は介入前後の得点を

Wilcoxon の符号付き順位検定で比較した

ところ、自己効力感は研修前 69.2 から研修

後 73.4 と有意に向上した(p<0.01, z=2.73)

（図 9.）。 

研修の理解について 7 項目質問し、介入

前後の得点を Wilcoxon の符号付き順位検

定で比較した（図 10.）。0.「あてはまらな

い」～4.「あてはまる」までの 5 件法で評



価し、「自分の考え方のクセを知っている」、

「どのように考えるとうつや不安な気分が

強くなるのか分かっている」、「自分をいつ

も苦しめている考え方に気づき、発想を切

り替えることができる」、「解決策を実行し

た後で、状況がどう変化したかを注意深く

評価する」の 4 項目において有意な変化を

認めた。 

また、研修に対する満足感は高く、実際

に演習を体験しながら楽しく学ぶことがで

きたという感想が多く得られた。 

 

Ｄ．考察 

対照群のない予備的な前後調査である

ため、結果の解釈は慎重に行うべきである

が、本研修プログラムは、被災者の自己効

力感の向上に役立つことが示唆された。

我々の試みからは、被災地には認知行動的

アプローチを学んで実生活に役立てたいと

いうニーズがあり、これに応えるための研

修プログラムが実施可能であることが明ら

かとなった。今後は、さらに多くの地域で

実践を試みるとともに、プログラムの改訂

やプログラム施行者の育成に努めていくこ

とが必要と考えられる。 

今後、この結果をもとに認知により焦点

をあて、認知行動療法のスキルの中でも認

知再構成法のアサーション（コミュニケー

ション）を中心にプログラムを改訂し、こ

れを用いて被災地の一般市民に向けた認知

行動療法の考え、スキルを普及させる研修

会を実施し、ランダム化比較試験として研

修の有効性を検証することを計画している。 

 
Ｅ．結論 

 本研究により、東日本大震災から３年

経過後においても、被災地で働く自治体職

員、医療従事者、社会福祉協議会職員にお

いて、慢性的にストレス症状、抑うつ症状、

ＰＴＳＤ症状が高くなるリスクがあること

が明らかとなった。経時的には、全体的な

症状はハイリスク者数の割合は減少傾向に

あるが、ハイリスク者の中には、慢性経過

する者、時間経過に伴い悪化する者も含ま

れており、長期的な経過観察が必要な者が

多く含まれていた。また、災害の被害によ

る個人的な要因に加えて、震災後の職場環

境がその後の精神症状などに影響すること

も明らかとなった。 

また、復興期に役立つ心理支援プログラ

ム SPR を実際に被災地で実施したところ、

現時点までに介入を終了した事例では有害

事象は認められず、また、症状は全例で改

善していることが明らかとなっている。今

後も介入を継続して、最終的にわが国にお

ける実施可能性を明らかにする。さらに、

SPR の普及に向けて、実際の現場での実施

についてのデモンストレーションを含んだ

DVD を作成した。これを用いることで、

SPR による研修の効果が高まることが期待

される。 

一般市民向けの認知行動アプローチを

目的としたプログラムでは、研修会は一般

市民に受け入れられる内容であり、特に自

己効力感の向上につながることがあきらか

となった。精神的な不健康や精神疾患の予

防のためには、一般市民に受け入れられや

すく効果的なプログラムを普及させていく

ことが重要であり、本研究の結果はこれを

明らかにすることができた。 
 
Ｆ．健康危険情報 
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図１ K6（全般性精神健康）の総得点が 13 点以上の職員の割合 
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図２ PHQ-9（抑うつ症状）の総得点が 10 点以上の職員の割合 

 

 

 
図３ PCL（PTSD 症状）の総得点が 44 点以上の職員の割合 
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表２. 第 1 回調査（約 20 か月後）における K6、PHQ-9、PCL ハイリスク者に関連する要

因 

 
 

 

 

 

 

 

表３. 第 2 回調査（約 32 か月後）における K6、PHQ-9、PCL ハイリスク者に関連する要

因 
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住民からの非難で辛い思いをした 0.80 0.30 2.23 0.01 0.11 0.26 1.11 0.68 0.79 0.39 2.21 0.04

PCL　44点以上K6　13点以上 PHQ-9　10点以上

β SE OR P β SE OR P β SE OR P
年齢 -0.03 0.01 0.97 0.01
性別（女性）
生活支援相談員 0.26 0.29 1.3 0.36
事務職員
介護職員
独居世帯 0.87 0.5 2.4 0.08 0.91 0.45 2.49 0.04
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見通しの立たない仕事が多いと感じる 1.19 0.36 3.28 0.00 1.34 0.31 3.81 0.00 0.62 0.51 1.86 0.22
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トラウマ後の PTSD と抑うつの関連：epigenetic な視点から 
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研究要旨 

 トラウマ後の PTSD 症状とうつ病症状との関連は、記述症候論、既存の疾患概念だけに

依拠して論じるべきではなく、発症に関連するバイオマーカーとしての遺伝子多型、発現

に関する知見と、小児期の虐待等のトラウマ体験が成人後にもたらす影響を考慮して論じ

られるべきである。小児期のトラウマ体験に関連した epigenetic な脆弱性の観点からは、

PTSD とうつ病の近縁性は強く示唆される。脆弱性を規定する遺伝子要因の一部は精神療法

への良好な治療反応性と関係することも示されており、回復過程における epigenetic な要

因の役割の更なる解明が求められる。 

 

 

Ⅰ.  はじめに 

分担研究者は PTSD とうつ病の関連を検

討してきたが、平成 24 年度報告においては 

１． 病因が共通しており、不安、気分障害

に対する共通の原因的出来事、発症促

進的要因が存在する。 

２． 病理・症状の一部が共通している。 

３． 自殺などの共通の不利な転帰に対して

共通の経路を有する。 

という臨床的視点から両者の近接性を論

じ、平成 25 年においては PTSD に対する

持続エクスポージャー療法への治療反応性

の立場からその両者の関係を論じた。しか

しこられはいずれも臨床症状相互の関連を

基盤としているという限界があった。この

限界を克服するためのバイオマーカー研究

はトラウマ領域だけではなく、1980 年代の

DSM―Ⅲ以降、すべての精神疾患領域にわ

た っ て 加 速 さ れ て き た 。 な か で も

epigenetic 研究は加速度的に進展しており、

特に小児期のトラウマ体験のもたらすトラ

ウマ性疾患の病態理解にも大きな役割を果

たしつつある。トラウマ後の PTSD の有病

率はイベントによっても異なるが、慢性化

する者は概ね 8-10％とされる。かつては異

常な体験に対する正常な反応と言われたこ

ともあったが、近年の研究からは、同様の

トラウマ体験に暴露をしてもその反応性に

は個体差があることが見出されている。こ

の知見によって、ストレス脆弱性に関する

epigenetic 的立場からの研究が推進されて

きた。この立場から PTSD とうつ病の関係

を考察したい。 

 

Ⅱ.  リスク 

虐待などの逆境に曝された子どもたちは

PTSD、うつ病などの疾患の発症リスクを



高めるだけではなく、PTSD を引き起こす

ようなトラウマ的出来事に暴露されるリス

クをも高めるとされる。幼児期の逆境体験

と成人後の精神疾患との間には用量比例関

係があり、うつ病リスク、自殺リスクが増

大する。 

精神疾患のもたらす個人的、社会的、経

済的な負担の大きさを考えると、こうした

幼少期のトラウマ体験が成人後の精神的脆

弱性を持続的に規定する可能性は極めて重

要であり、今後のさらなる研究を要する課

題と言って良い。この立場からは特定の疾

患と言うよりはストレス関連性の一連の精

神疾患についての脆弱性が議論の主題とな

るが、他方でトラウマ体験は記憶に関する

恐怖条件付けによってトラウマ記憶の侵入

性想起をもたらす。それが疾患として事例

化したものが PTSD であるが、PTSD の発

症に関する防御因子は社会的サポート、生

活ストレスであることが指摘されており、

この立場からはトラウマ後の被害者への社

会支援の重要性が指摘されている。この点

を上記の遺伝的脆弱性の観点から再検討す

ると、生体内部におけるストレスからの保

護システムとしての cortisol 系が十分に機

能していないということも、同様にその後

の PTSD 等へのリスクを高める要因となろ

う。すなわち外部的保護と並んで、内部的

な保護機能の強弱が論じられなくてはなら

ない。 

一般論として、トラウマ体験に対する

epigenetic な反応はトラウマ後の精神症状

の発症と慢性化、また快復力に関連する重

要な生物学的要因として注目されている。

中でも cortisol によるストレス応答系に関

連する DNA methylation は環境要因との

相互作用において変容することが知られて

おり、トラウマ体験に続発する PTSD、う

つ病、不安症などへの脆弱性を高めるとさ

れる。 

現在 PTSD との関連が検討されている遺

伝子の代表的なものとしては、FKBP5、

SLC6A4 (5-HTTLPR) 、SLC6A3 (DAT1) 、 

DRD2 、COMT、ADCYAP1/ ADCYAP1R1 

などがあるが、これらの遺伝子は PTSD の

みならずうつ病との関連も検討されており、

遺伝子発現に関連したストレス脆弱性の立

場からも PTSD とうつ病との近縁性が示唆

される。 

 

Ⅲ. 発達的視点 

幼少期の虐待等によって、神経系、神経

内分泌系回路の感受性が持続的に亢進し、

HPA 系を介して、ストレス耐性、認知機能

にも影響を与えるとされる。脳は出生から

成人期にかけて次第に複雑さを増し、体験

された情報を記銘する器官である。通常は

こうしたプロセスは環境への適応の方向に

働くが、逆境にあるばあいには、適応でき

ない不安、葛藤、あるいは恐怖感が記銘さ

れ、またストレスに対応するための神経内

分泌の制御系の混乱が痕跡として残り、遷

延する。 

 Rodent や primates の研究からは、出生

後早期の母親のストレス、母親からの分離、

食料獲得の困難、母親からの育児の低下が

あると、脳の構造的、機能的な変化が生じ、

神経内分泌、自律神経系の制御、覚醒など

に関連した脳機能部位の連絡が不良となる。

その結果、ストレスに対する自律神経系、

ないし行動上の反応が生涯にわたって増大

するとされる。その結果、ストレスに対し



て身体的にも精神的にも脆弱な個体が形成

される。National Comorbid Survey のデー

タを用いた Green らによれば、児童期の逆

境の累積は、成人後のうつ病、不安、行動

の破綻の全てを増加させていた。Raabe ら

によれば、このような精神的脆弱性の帰結

として代表的なものはうつ病と PTSD であ

った。 

 こうした遺伝子多型は、特に小児期にお

ける環境要因との関連においてうつ病など

の精神疾患の発症リスクを増やすことが見

出されており、Peyrot らは感情的ネグレク

ト、心理的虐待、身体的虐待、性的虐待の

いずれかがあると、成人後のうつ病リスク

に対する遺伝した系の影響が増大すること

を見出した。 

 

Ⅳ. 治療反応性 

 PTSD の epigenetic な脆弱性を考える上

で重要なことは、FKBP5 のような累積的ト

ラウマによる PTSD 発現と係わることが推

測されている遺伝子は、他方で持続エクス

ポージャー療法のような治療への反応性の

増大とも関連していると言うことである。

発症に係わる要因としての遺伝子多型に関

してはうつ病と PTSD との類縁性が指摘さ

れてきたが、回復過程においてもこうした

類縁性が認められるか否かは今後の課題で

ある。ただし Trcikett らはうつ病の患者で

も小児期の虐待経験のある場合は薬物療法

よりは精神療法に反応することを報告して

おり、この場合の遺伝子多型の関与は不明

であるが、PTSD に限らずトラウマ歴の有

無が治療反応性に影響を与え得るという視

点からさらなる研究が期待される。 

 発症に係わる遺伝子要因の解析は、現在、

国際的なコンソーシアムを形成し、数千人

単位でのゲノムワイドな解析が進行してい

る。他方で治療反応性などの経過と関連し

た研究については、比較的少数のサンプル

に対する治療の経過を見ながらの研究に利

点があると考えられる。特に PTSD の治療

としては薬物療法よりは持続エクスポージ

ャー療法の方が遙かに高いエビデンスを出

していることを考えると、こうした認知行

動療法に関して均質な治療を提供すること

は基本的には困難であり、国際共同研究の

スキーマにはなじまない。また遺伝子多型

がもたらす変化は HPA 系のストレス反応

の制御だけではなく、皮質における認知機

能にも係わることが示唆されており、こう

した点を子細に検討する上でも少数例の研

究にはメリットがあると考えられる。 

 

Ⅴ. 結論 

 PTSD とうつ病との症状論的関連の検討

は、記述症候論ないし併存疾患研究からも

示唆されているが、epigenetic 研究におい

ては非常に強く示唆されている。その際、

狭義の PTSD モデルよりは、広義のトラウ

マ的ストレス反応としてのうつ病の表現系

に注目し、遺伝子多型と小児期の虐待等の

トラウマ歴を考慮することによって、トラ

ウマとうつ病の関係を包括的に検討し、狭

義の PTSD の epigenetic な位置づけにおけ

るうつ病との関連を探求する必要がある。 
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A．研究目的 

本研究の目的は、被災地での亜症候性の

抑うつ症状に対する支援者向けマニュアル

や教育資材等を作成し、地域支援者への教

育を行うことで、その普及を図ることであ

る。本年度は、宮城県女川町での傾聴ボラ

ンティア育成を継続するとともに、簡易型

認知行動療法教育プログラムの導入を検討

する地域を募り、地域の実情に応じたプロ

グラム展開ができるように支援を行った。 

 

B．研究方法 

【宮城県女川町での簡易型認知行動療法～

傾聴ボランティアの養成研修～】 

 われわれは、平成 23 年 7 月より宮城県女

川町で、地域保健を基盤にしたこころのケ

ア体制の整備や、その活動を支える医療保

健福祉関連の支援者に対する認知行動療法

研修の提供や傾聴ボランティアの育成にあ

たってきた。今年度は、平成 24 年春に新設

された災害復興公営住宅「女川町運動公園

住宅」で聴き上手ボランティアを育成すべ

く、女川町保健センター健康福祉課の担当

保健師等との検討を重ねて研修プログラム

を作成した。 

また、これまでは外部者（分担研究者ら）

が研修講師を担当していたが、女川町の保

健スタッフ自身が同プログラムを地域で展

開できるようになることを目指して、スタ

ッフ向けの認知行動療法勉強会を企画した。 

 

 

研究趣旨：本研究の目的は、作成した災害後のうつ病予防のための簡易型認知行動療

法を開発して被災地に適応することである。本研究班では、これまでに宮城県女川町

での実践をもとに、被災地での亜症候性の抑うつ症状に対する支援者向けマニュアル

や教育資材を作成した。最終年度では、この簡易型認知行動療法教育プログラムの導

入を希望する地域を募り、福島県楢葉町の協力を得てプログラムを展開した。 



【

福島県楢葉町

東京電力

難を実施して

環境の変化等の

感じながら生活

た、楢葉町では

を目指して

のような

民福祉課の保健師等

こころの健康をサポート

に簡易版認知行動療法プログラムを

たいという

健康を維持しながら

また、町民の誰もが心と体の健康づくりを

支援する担い手になる

者のための心の健康サポート研修会

画することにした。

 

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

協働】

昨年度に引き続き、

のケアセンター

地住民を対象に「こころのエクササイズ研

修」を

 

C．研究結果

宮城県

5回（うち

ッフ向けの認知行動療法研修会を計

（うち

福島県楢葉町では、

康サポート研修会

後実施予定）

【福島県楢葉町での

療法プログラム

～支援員の育成研修～

福島県楢葉町は

東京電力福島第一

を実施しており、

環境の変化等の影響で

感じながら生活する町民

楢葉町では２０１５年４月以降の帰町

を目指して、現在、

のような実情を踏まえて

民福祉課の保健師等

こころの健康をサポート

簡易版認知行動療法プログラムを

たいという依頼を受けた

健康を維持しながら

また、町民の誰もが心と体の健康づくりを

支援する担い手になる

者のための心の健康サポート研修会

画することにした。

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

協働】 

昨年度に引き続き、

のケアセンターと共催して

地住民を対象に「こころのエクササイズ研

を共催した。

．研究結果 

宮城県女川町では、聴き上手

回（うち 2回は

ッフ向けの認知行動療法研修会を計

（うち 2回は今後

福島県楢葉町では、

康サポート研修会

後実施予定）実施した。その他

福島県楢葉町での簡易型認知行動

療法プログラムの展開

～支援員の育成研修～

は、東日本大震災直後から

福島第一原発事故の影響で

おり、長引く被災生活や生活

影響で、ストレスや不安を

する町民が増えている。

２０１５年４月以降の帰町

、現在、準備を進めている

実情を踏まえて、福島県楢葉町住

民福祉課の保健師等から、帰町後の

こころの健康をサポートする

簡易版認知行動療法プログラムを

を受けた。そこで、

健康を維持しながら町民が生活できること

また、町民の誰もが心と体の健康づくりを

支援する担い手になることを目的に

者のための心の健康サポート研修会

画することにした。 

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

昨年度に引き続き、東北大学

と共催して宮城

地住民を対象に「こころのエクササイズ研

。 

では、聴き上手

回は今後実施予定）、保健スタ

ッフ向けの認知行動療法研修会を計

今後実施予定）行った。

福島県楢葉町では、支援者のための心の健

康サポート研修会を計 4 回（うち

実施した。その他

簡易型認知行動

の展開 

～支援員の育成研修～】 

、東日本大震災直後から

原発事故の影響で全町避

長引く被災生活や生活

ストレスや不安を

が増えている。

２０１５年４月以降の帰町

準備を進めている。こ

福島県楢葉町住

帰町後の町民の

する支援員の育成

簡易版認知行動療法プログラムを導入

そこで、心身の

町民が生活できること

また、町民の誰もが心と体の健康づくりを

ことを目的に、「支援

者のための心の健康サポート研修会」を

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

東北大学、みやぎ心

宮城県内の被災

地住民を対象に「こころのエクササイズ研

では、聴き上手研修会を計

実施予定）、保健スタ

ッフ向けの認知行動療法研修会を計 4

実施予定）行った。また、

支援者のための心の健

（うち 1 回は今

実施した。その他、東北大学

簡易型認知行動 

、東日本大震災直後から

全町避

長引く被災生活や生活

ストレスや不安を

が増えている。ま

２０１５年４月以降の帰町

。こ

福島県楢葉町住

町民の

育成

導入し

心身の

町民が生活できること、

また、町民の誰もが心と体の健康づくりを

支援

を企

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

みやぎ心

県内の被災

地住民を対象に「こころのエクササイズ研

を計

実施予定）、保健スタ

4 回

また、

支援者のための心の健

回は今

東北大学、

みやぎ心のケアセンターと共催して、

県在住の被災地住民を対象に、

クササイズ研修会を行った。

内容は下記のとおりである。

 

回数

対象；

の他

各回の

【第

研修名；

上手研修会」

日時；

場所：運動公園住宅

講師：

医療研究センター認知行動療法センター

参加者：

代 2

24 人）

実施

明、②

れ星エクササイズ

 

 

 

 

 

 

【第

研修名；

上手研修会」

日時；

場所：運動公園住宅

講師：

医療研究センター認知行動療法センター

みやぎ心のケアセンターと共催して、

県在住の被災地住民を対象に、

クササイズ研修会を行った。

内容は下記のとおりである。

【宮城県女川町聴き上手研修会

回数；計 5回 

対象；女川町運動公園住宅

の他地区に在住する

各回の内容； 

【第 1回】 

研修名；女川町こころのケア「第１回聴き

上手研修会」 

日時；2014 年７月２日

場所：運動公園住宅

講師：大野裕、田島美幸（

医療研究センター認知行動療法センター

参加者：36 名（

2人、50 代

人）、男 8人、女

実施内容：①聴き上手研修会の目的等の説

、②講話「悩みを理解する」

れ星エクササイズ

 

 

 

 

 

 

【第 2 回】 

研修名；女川町こころのケア「第２

上手研修会」 

日時；2014 年

場所：運動公園住宅

講師：大野裕、田島美幸（

医療研究センター認知行動療法センター

みやぎ心のケアセンターと共催して、

県在住の被災地住民を対象に、

クササイズ研修会を行った。

内容は下記のとおりである。

宮城県女川町聴き上手研修会

 

女川町運動公園住宅

に在住する町民 

 

女川町こころのケア「第１回聴き

 

７月２日 10:00

場所：運動公園住宅 

大野裕、田島美幸（

医療研究センター認知行動療法センター

名（20 代 1人、

代 0人、60 代

人、女 28 人 

聴き上手研修会の目的等の説

講話「悩みを理解する」

れ星エクササイズ、傾聴 

 

女川町こころのケア「第２

 

年 9月 10 日 10:00

場所：運動公園住宅 

大野裕、田島美幸（

医療研究センター認知行動療法センター

みやぎ心のケアセンターと共催して、

県在住の被災地住民を対象に、こころのエ

クササイズ研修会を行った。各研修の実施

内容は下記のとおりである。 

宮城県女川町聴き上手研修会】

女川町運動公園住宅在住の町民、そ

 

女川町こころのケア「第１回聴き

10:00-12:00 

大野裕、田島美幸（国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター

人、30 代 1人、

代 8人、70 代以上

 

聴き上手研修会の目的等の説

講話「悩みを理解する」、③演習；

 

女川町こころのケア「第２回聴き

10:00-12:00 

大野裕、田島美幸（国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター

みやぎ心のケアセンターと共催して、宮城

こころのエ

各研修の実施

】 

在住の町民、そ

女川町こころのケア「第１回聴き

 

国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター） 

人、40

代以上

聴き上手研修会の目的等の説

、③演習；流

回聴き

 

国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター） 



参加者：

代 1人、

人）、

内容：

②講話「地域のきずなとこころの健康」

演習；

 

 

 

 

 

 

【第

研修名；女川町こころのケア「第３

上手研修会」

日時；

場所：運動公園住宅

講師：

医療研究センター認知行動療法センター

参加者：

代 3 人、

12 人）

内容：

何？」、②演習「

めに」

 

また、今後に

いる。

【第

【第

 

【宮城県女川町

動療法勉強会】

日時；

年 1 月

場所；

参加者： 21 名（

人、50 代 1人、

、男 11 人、女

内容：①聴き上手研修会の目的等の説明

講話「地域のきずなとこころの健康」

演習；第一印象チェック

【第 3 回】 

研修名；女川町こころのケア「第３

上手研修会」 

日時；2014 年 11

場所：運動公園住宅

講師：大野裕、田島美幸（

医療研究センター認知行動療法センター

参加者：21 名（

人、50 代 1

人）,男 6 人、女

内容：①講話「うつって何？聴き上手って

何？」、②演習「相手の悩みを上手に聴くた

めに」 

また、今後に以下の２つの研修を予定して

いる。 

【第 4 回】2015

【第 5 回】2015

【宮城県女川町 

動療法勉強会】 

日時；2014 年 9

月 14日、3月

場所；女川町保健センター

名（20 代 1人、

人、60 代 5

人、女 10 人、 

聴き上手研修会の目的等の説明

講話「地域のきずなとこころの健康」

印象チェック、傾聴

研修名；女川町こころのケア「第３

11 月 5日 10:00

場所：運動公園住宅 

大野裕、田島美幸（国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター

名（20 代 1 人、

1 人、60 代 3

人、女 15 人 

①講話「うつって何？聴き上手って

相手の悩みを上手に聴くた

以下の２つの研修を予定して

2015 年 1 月 14 日

2015 年 3 月 4 日

 保健スタッフ向け認知行

 

9 月 10 日、11

月 4日は予定

女川町保健センター 

人、30 代 1人、

5人 70 代以上

聴き上手研修会の目的等の説明

講話「地域のきずなとこころの健康」、③

傾聴 

研修名；女川町こころのケア「第３回聴き

10:00-12:00 

国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター

人、30 代 1 人、

3 人、70 代以上

①講話「うつって何？聴き上手って

相手の悩みを上手に聴くた

以下の２つの研修を予定して

日 

日 

保健スタッフ向け認知行

11 月 5 日（2015

日は予定）13: 30 - 15:00

 

人、40

代以上 12

聴き上手研修会の目的等の説明、

、③

回聴き

国立精神・神経

医療研究センター認知行動療法センター） 

人、40

代以上

①講話「うつって何？聴き上手って

相手の悩みを上手に聴くた

以下の２つの研修を予定して

保健スタッフ向け認知行

2015

15:00 

講師；大野裕

ンター認知行動療法センター）

参加者；女川町保健センターの保健師、精

神保健福祉士、栄養士等

内容；

認知行動療法教育プログラム

になることを目的に、認知行動療法に関す

る勉強の場を提供した。まずは、

の認知行動療法に対する理解を深めるため

に、

習を交え

頃の悩み

げて

法の技法をどのように活用する

るかについて

 

【福島県楢葉町での簡易型認知行動療法

プログラムの展開

回数；計

対象；

身近な人を支えたいと思う

員、食生活改善委員、生き活き健康大学修

了者、各種サークルリーダー、健康づくり

事業修了者、社会福祉協議会職員、町村保

健師、看護師、こころのケアセンター職員

等 

各回の

【第

研修名

き方～心の健康サポート研修会①」

日時；

場所

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター）

内容；

うつ病

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター）

参加者；女川町保健センターの保健師、精

神保健福祉士、栄養士等

内容；町民に対して保健スタッフが

認知行動療法教育プログラム

になることを目的に、認知行動療法に関す

る勉強の場を提供した。まずは、

認知行動療法に対する理解を深めるため

に、勉強会を開催した。

習を交えるように工夫し、

頃の悩みやストレスを感じた状況

げて、その問題

法の技法をどのように活用する

かについて学

福島県楢葉町での簡易型認知行動療法

プログラムの展開

回数；計 4 回 

対象； 

身近な人を支えたいと思う

員、食生活改善委員、生き活き健康大学修

了者、各種サークルリーダー、健康づくり

事業修了者、社会福祉協議会職員、町村保

健師、看護師、こころのケアセンター職員

 

各回の内容； 

【第 1 回】 

研修名；「いつの間にか相手を元気にする聴

き方～心の健康サポート研修会①」

日時；2014 年 

場所；楢葉町サポートセンター「空の家」

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター）

内容；宮城県女川町での

うつ病に関する心理教育

（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター）

参加者；女川町保健センターの保健師、精

神保健福祉士、栄養士等 

町民に対して保健スタッフが

認知行動療法教育プログラム

になることを目的に、認知行動療法に関す

る勉強の場を提供した。まずは、

認知行動療法に対する理解を深めるため

勉強会を開催した。講義だけでなく演

るように工夫し、

やストレスを感じた状況

その問題や悩みに対して

法の技法をどのように活用する

学び合った。

福島県楢葉町での簡易型認知行動療法

プログラムの展開】 

 

身近な人を支えたいと思う

員、食生活改善委員、生き活き健康大学修

了者、各種サークルリーダー、健康づくり

事業修了者、社会福祉協議会職員、町村保

健師、看護師、こころのケアセンター職員

 

「いつの間にか相手を元気にする聴

き方～心の健康サポート研修会①」

 6 月 4 日 13:30

楢葉町サポートセンター「空の家」

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター）

宮城県女川町での被災地支援の

に関する心理教育（

（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター） 

参加者；女川町保健センターの保健師、精

 

町民に対して保健スタッフが簡易型

認知行動療法教育プログラムを行えるよう

になることを目的に、認知行動療法に関す

る勉強の場を提供した。まずは、スタッフ

認知行動療法に対する理解を深めるため

講義だけでなく演

るように工夫し、各自が抱える

やストレスを感じた状況を取り上

対して認知行動療

法の技法をどのように活用することができ

。 

福島県楢葉町での簡易型認知行動療法

身近な人を支えたいと思う方、民政児童委

員、食生活改善委員、生き活き健康大学修

了者、各種サークルリーダー、健康づくり

事業修了者、社会福祉協議会職員、町村保

健師、看護師、こころのケアセンター職員

「いつの間にか相手を元気にする聴

き方～心の健康サポート研修会①」 

13:30-16:00

楢葉町サポートセンター「空の家」

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター） 

被災地支援の

（症状や身近な人

（国立精神・神経医療研究セ

参加者；女川町保健センターの保健師、精

簡易型

を行えるよう

になることを目的に、認知行動療法に関す

スタッフ

認知行動療法に対する理解を深めるため

講義だけでなく演

各自が抱える日

取り上

認知行動療

ことができ

福島県楢葉町での簡易型認知行動療法 

、民政児童委

員、食生活改善委員、生き活き健康大学修

了者、各種サークルリーダー、健康づくり

事業修了者、社会福祉協議会職員、町村保

健師、看護師、こころのケアセンター職員

「いつの間にか相手を元気にする聴

 

16:00 

楢葉町サポートセンター「空の家」 

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

被災地支援の紹介、

症状や身近な人



の接し方等）、認知行動療法の概要など 

参加者数；77 名 

 

【第 2 回】 

研修名；「いつの間にか相手を元気にする聴

き方～心の健康サポート研修会②」 

日時；2014 年 8 月 6 日 13:30-16:00 

場所；みんぷく研修室 

講師；田島美幸（国立精神・神経医療研究

センター認知行動療法センター） 

内容；支援を行う上でのコミュニケーショ

ンスキルトレーニング（講義・演習）  

参加者数；45 名 

 

【第 3 回】 

研修名；「いつの間にか相手を元気にする聴

き方～心の健康サポート研修会③」 

日時；2014 年 10 月 22 日 13:00-15:00, 

15:15-16:30 

場所；楢葉町サポートセンター「空の家」 

講師；大野裕（国立精神・神経医療研究セ

ンター認知行動療法センター） 

内容；認知行動療法のスキル演習（認知再

構成法等）、事例検討  

参加者数；３８名 

 

【東北大学・みやぎ心のケアセンターとの

協働】 

昨年度に引き続き、東北大学の上田一気

先生、松本和紀先生らが中心となって、宮

城県内の被災地住民を対象に、「こころのエ

クササイズ研修」が実施され、当分担研究

者らも共催に加わった。本年度は仙台市、

石巻市の市民を対象に研修を行った。本研

修は一次予防の観点から認知行動療法の基

本的な考えやスキルを伝え、日常生活の中

でのストレスケアについて学んでもらうこ

とを目的とした研修であり、1 回 90 分×6

回で構成された。 

「第４回こころのエクササイズ研修」は

仙台市の市民を対象として 2014 年 2 月～3

月に実施し、平均参加人数は 14.8 名（range 

13-16 名）であった。「第５回こころのエク

ササイズ研修」は石巻市の市民を対象とし

て 2014 年 5 月～6 月に実施し、平均参加人

数は 32.8 名（range 29-41 名）であった。 

 

D．考察 

本年度は本研究班の最終年度であるため、

これまで継続してきた活動に加えて、新た

な地域に簡易型認知行動療法教育プログラ

ムを導入した。 

宮城県女川町では、平成 24 年春に新設さ

れた災害復興公営住宅「女川町運動公園住

宅」内の集会室で研修を実施した。例年の

研修時と比較して、今年は男性の高齢者の

参加が多いという特徴があった。年齢層の

高い参加者が多いため、例年の演習内容だ

と課題が難しすぎてしまう参加者もいて、

参加者の反応をみながら内容を改訂する作

業を行った。 

また、二人組になって行う傾聴の演習時

には、参加者同士の会話が止らない場面も

見うけられた。公営住宅に移住して 3 ヶ月

程度が経過しても、住宅内の住民同士の交

流が少なく、身近な人とコミュニケーショ

ンを図る場を求めて本研修に参加した人が

多いことが推測された。そのため、聴き上

手ボランティアが 2014 年 8 月 5 日に同地

区で「お茶っこ飲み会」を開催し、住民同

士の相互交流の促進を図った。研修修了者

が聴き上手ボランティアとして地域で活動



することが定着化しており、どの地区でボ

ランティア活動を展開する必要があるのか

というニーズの把握から、お茶っこ飲み会

の企画運営までを、地域の保健師と協力を

しながら実施するようになっている。この

ように、ボランティアの主体的な活動が地

域に根付いたことは、この 3 年間の大きな

成果であるといえる。 

一方、新たに簡易型認知行動療法を活用

した支援者育成プログラムを導入した福島

県楢葉町では、いわき市の仮設住宅内の集

会場等に支援者を集めて研修を実施した。

来年度には楢葉町への帰町が始まる可能性

があるため、帰町後のメンタルヘルスサー

ビスの提供を踏まえて、今年度に支援員の

育成を図ることにした。社会福祉協議会職

員、町村保健師、看護師、こころのケアセ

ンター職員等の専門職に限定せずに、身近

な人を支えたいと思う方、民政児童委員、

食生活改善委員、生き活き健康大学修了者、

各種サークルリーダー、健康づくり事業修

了者等にも対象を拡げ、町民の誰もが心と

体の健康づくりに関して知識を持ち、身近

な人々を支え合う担い手になることを目指

した。研修後のアンケートでは、「震災で壊

れたコミュニティには、お茶っこ会のよう

なサロン活動が必要と思う。近からず遠か

らず、付かず離れず、傍に寄り添うことが

大事だと思いました。」「仮設連絡員業務を

継続して行って行く上で参考になりまし

た。」等の感想が寄せられた。 

 被災地では震災後 3 年半が経過し、これ

まで居住してきた仮設住宅を離れて災害復

興公営住宅へ移ったり、新たな土地で居を

構えるなど、これまで培ってきた仮設住宅

でのコミュニティを失い、新たなコミュニ

ティを再編する必要に迫られる時期に移行

している。このような過渡期にあって、支

援にあたる専門職自身も、今後、自分たち

の町でどのような支援活動を行えばよいか

を模索している状態にある。 

本研究班では、3 年をかけて簡易型認知

行動療法という手法を用いて地域の支援員

やボランティア、町民向け研修を行ってき

た。これらの研修の企画・運営実施を通し

て、認知行動療法のスキルを学び日頃のス

トレス対処や身近な人との付き合い方に活

かしてもらうだけでなく、地域の保健スタ

ッフと町民たちが、自分の地域のメンタル

ヘルス活動をどのように進めたいのかを共

に考える機会になったといえる。 

 
E．結論 
 本研究班では、これまでに宮城県女川町

での実践をもとに被災地での亜症候性の抑

うつ症状に対する支援者向けマニュアルや

教育資材を作成した。最終年度では、この

簡易型認知行動療法教育プログラムの導入

を希望する地域を募り、福島県楢葉町の協

力を得てプログラムを展開した。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

・秋山剛、萱間真美、大野裕、川上憲人. 

福島プロジェクト―放射線ストレスへの

心理支援―. 学術の動向.1(19). p75-78. 

2014. 

 

2.  学会発表 

・大野裕、大塚耕太郎、佐藤由理、岩

淵恵子、女川町聴き上手ボランティア. 

岩手県こころのケアセンター・朝日新

聞厚生文化事業団主催「うつ病の予防



と早期発見」～深い喪失への支援を被

災地に学ぶ～. 2014.5.25. 岩手県 

 

・大野裕、佐久間啓、佐藤由理、女川

町聴き上手ボランティア. 朝日新聞厚

生文化事業団主催「うつ病の予防と早

期発見」～深い喪失への支援を被災地

に学ぶ～. 2014.10.19. 東京都 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

なし 

 3.その他 

 なし 
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